
天
皇
制
と
稲
作
儀
礼（
羽
賀
）

は
じ
め
に

　

王
政
復
古
後
、
明
治
天
皇
・
美
子
皇
后
が
居
所
を
京
都
御
所
か
ら
東
京
の

皇
居
に
移
し
た
後
、
明
治
天
皇
の
母
・
夙
子
皇
太
后
は
京
都
の
旧
仙
洞
御
所

に
造
営
さ
れ
た
大
宮
御
所
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
上
皇
の
住
居
で
あ
る
仙
洞

御
所
は
禁
裏
御
所
の
東
南
に
位
置
す
る
が
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
を
ふ

く
め
て
六
度
の
火
災
に
見
舞
わ
れ
、
嘉
永
七
年
を
除
い
て
す
ぐ
に
再
建
さ
れ

た
。
し
か
し
嘉
永
七
年
の
焼
失
当
時
は
上
皇
・
皇
太
后
と
も
に
不
在
で
あ
っ

た
た
め
、
再
建
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
外
垣
を
設
け
た
の
み
だ
っ
た
。
慶
応
二

年
（
一
八
六
六
）
十
二
月
二
十
五
日
孝
明
天
皇
が
死
去
し
た
後
、
夙
子
皇
后

の
居
所
と
し
て
大
宮
御
所
が
仙
洞
御
所
跡
地
の
西
北
隅
に
造
営
さ
れ
た
。
慶

応
三
年
八
月
二
十
二
日
幕
府
は
幕
府
領
・
大
名
領
・
寺
社
領
へ
国
役
を
賦
課

し
て
、
大
宮
御
所
を
造
営
す
る
こ
と
を
命
じ
）
1
（
た
。
夙
子
皇
太
后
が
大
宮
御
所

に
移
っ
た
の
は
明
治
二
年（
一
八
六
九
）二
月
十
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
）
2
（

た
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
明
治
四
年
五
月
に
な
っ
て
、
夙
子
皇
太
后
は
後
院
（
仙

洞
御
所
跡
地
）
を
開
墾
さ
せ
て
、
田
植
え
を
お
こ
な
っ
て
い
）
3
（

た
。

　
　

皇
太
后
の
娯
楽
・
運
動
の
た
め
、
後
院
庭
内
に
四
百
八
十
坪
の
稲
田
を

開
か
し
め
た
ま
ふ
、
去
月
九
日
開
墾
に
着
手
し
、
是
の
日
挿
秧
を
為

す
、
仍
り
て
留
守
官
た
る
宮
内
少
輔
阿
野
公
誠
・
宮
内
権
大
丞
醍
醐
忠

敬
・
同
山
本
実
政
・
同
新
納
立
夫
等
に
拝
観
を
許
し
、
酒
饌
を
公
誠
以

下
女
官
及
び
農
夫
等
に
賜
ふ

　

こ
れ
は
明
治
天
皇
の
公
伝
で
あ
る
『
明
治
天
皇
紀
』
の
五
月
九
日
の
記
事

で
あ
る
。
皇
太
后
の
運
動
の
た
め
と
あ
る
か
ら
、
み
ず
か
ら
も
田
植
え
を
お

こ
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
開
墾
さ
れ
た
四
八
〇
坪
の
稲
田
は
か
つ
て
仙

洞
御
所
の
庭
園
に
あ
っ
た
「
御
田
」
跡
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
皇
太
后

は
明
治
五
年
三
月
東
京
に
移
り
、
赤
坂
離
宮
を
居
と
し
た
た
め
、
田
植
え
は

こ
の
年
限
り
で
あ
っ
）
4
（

た
。

　

仙
洞
御
所
は
戦
前
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
敷
地
面
積
約
二
万
二
五
六
二
坪

余
、
老
樹
が
生
い
茂
っ
た
林
泉
が
あ
り
、
池
に
は
鴨
川
の
水
が
引
か
れ
、
寿

山
・
紅
葉
山
・
蓬
莱
島
・
阿
古
瀬
淵
・
悠
然
台
と
い
う
名
所
、
茶
亭
・
鎮
守

社
・
御
田
社
な
ど
の
施
設
が
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
紀
貫
之
邸
が
こ
の
地
に

あ
っ
た
と
い
い
、
そ
の
こ
と
を
記
す
記
念
碑
も
建
立
（
一
八
七
五
年
）
さ

れ
、
現
存
し
て
い
）
5
（

る
。『
京
都
離
宮
要
誌
』
に
は
、「
鎮
守
小
祠
西
に
向
ふ
、

祠
の
南
稲
田
あ
り
、
昔
時
御
料
の
民
を
召
し
て
耕
作
せ
し
め
、
稼
穡
の
艱
難

天
皇
制
と
稲
作
儀
礼

羽
　
賀
　
祥
　
二
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を
覧
給
ひ
し
」
と
い
う
記
述
が
あ
）
6
（
る
。
こ
の
仙
洞
御
所
・
大
宮
御
所
に
お
け

る
農
業
行
事
は
い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
山
形
県
米
沢
の
上
杉
神
社
宮
司
で
あ
っ
た
大
乗
寺
良
一
は
上

杉
治
憲
（
鷹
山
）
と
昭
和
天
皇
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
逸
話
を

記
し
て
い
）
7
（

る
。
一
九
二
五
（
大
正
十
四
）
年
十
月
摂
政
裕
仁
は
山
形
県
に
行

幸
し
、
県
庁
で
治
憲
の
事
績
史
料
を
見
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
事
績
の
う
ち

も
っ
と
も
重
要
な
も
の
が
治
憲
み
ず
か
ら
が
田
植
え
を
お
こ
な
っ
た
「
藉
田

の
礼
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
裕
仁
は
予
定
を
変
更
し
て
米
沢
を
訪
問
し
、
治

憲
を
祀
る
松
岬
神
社
を
拝
礼
し
た
。
こ
の
米
沢
訪
問
後
、
時
期
は
不
明
だ

が
、
裕
仁
は
赤
坂
離
宮
に
水
田
を
設
け
て
、
み
ず
か
ら
田
植
え
を
始
め
た
と

い
う
。
ま
た
、
仙
洞
御
所
で
の
田
植
え
行
事
も
ま
た
「
藉
田
の
礼
」
を
モ
デ

ル
と
し
た
と
戦
前
に
刊
行
さ
れ
た
書
物
は
記
す
。
こ
の
治
憲
に
よ
る
「
藉
田

の
礼
」
の
内
容
と
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
が
第
二
の
課
題
で
あ
る
。

　

そ
し
て
天
保
年
間
の
凶
作
・
飢
饉
と
い
う
状
況
に
対
し
て
、
仙
洞
御
所
で

稲
作
儀
礼
を
続
け
て
き
た
朝
廷
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
た
の
か
、
ま
た

朝
廷
の
歴
史
的
な
稲
作
儀
礼
（
大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
・
祈
年
祭
）
が
天
保
期
か

ら
王
政
復
古
後
ど
の
よ
う
な
意
義
を
与
え
ら
れ
、
執
行
さ
れ
た
の
か
、
さ
ら

に
そ
れ
ら
稲
作
儀
礼
と
国
民
と
の
関
係
が
い
か
に
創
り
出
さ
れ
た
の
か
を
検

討
し
た
い
。

一　

仙
洞
御
所
に
お
け
る
田
植
え
・
稲
刈
り
行
事

　

仙
洞
御
所
の
御
田
で
の
稲
作
は
い
つ
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う

か
。

　

仙
洞
御
所
の
起
源
は
寛
永
三
年
（
一
六
二
七
）
の
後
水
尾
天
皇
の
二
条
城

行
幸
に
あ
る
。
徳
川
家
光
は
天
皇
を
二
条
城
に
迎
え
た
後
、
そ
の
御
殿
を
移

し
、
仙
洞
御
所
を
営
ん
だ
と
い
う
。
後
水
尾
天
皇
が
譲
位
し
た
後
、
元
桜
町

中
納
言
邸
跡
に
仙
洞
御
所
が
新
た
に
造
営
さ
れ
、
桜
町
宮
と
呼
ば
れ
た
。
仙

洞
御
所
は
後
水
尾
上
皇
時
代
の
万
治
四
年
（
一
六
六
一
）、
延
宝
元
年
（
一

六
七
三
）、
延
宝
四
年
と
あ
い
つ
い
で
焼
失
し
た
。
そ
の
後
も
霊
元
上
皇
時

代
の
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
に
炎
上
し
た
。

　

享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
霊
元
上
皇
が
死
去
し
て
か
ら
し
ば
ら
く
空
院

と
な
っ
て
い
た
が
、
三
年
後
の
享
保
二
十
年
に
中
御
門
天
皇
が
桜
町
天
皇
に

譲
位
し
、
上
皇
と
な
っ
た
中
御
門
は
一
年
あ
ま
り
こ
こ
を
住
居
と
し
た
。
そ

の
後
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）、
桜
町
天
皇
が
譲
位
し
て
仙
洞
御
所
に
移
っ

た
。
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
桜
町
上
皇
が
死
去
し
て
、
後
桜
町
上
皇
が
明

和
八
年（
一
七
七
一
）居
を
移
す
ま
で
二
十
年
ほ
ど
空
院
の
ま
ま
で
あ
っ
）
8
（

た
。

　

こ
う
し
た
変
遷
を
経
て
き
た
仙
洞
御
所
に
お
い
て
、
後
水
尾
・
霊
元
・
中

御
門
・
桜
町
の
四
人
の
上
皇
が
稲
作
行
事
を
お
こ
な
っ
た
か
ど
う
か
、
今
の

と
こ
ろ
確
認
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
桜
町
上
皇
は
冷
泉
為
村
に
命
じ
て

「
仙
洞
十
景
」
を
選
定
さ
せ
て
い
た
。
醒
花
亭
・
釣
殿
・
悠
然
台
・
鑑
水

亭
・
止
々
斎
・
鎮
守
社
な
ど
が
十
景
に
選
ば
れ
た
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
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「
寿
山
ノ
早
苗
」
が
あ
っ
）
9
（
た
。
桜
町
上
皇
は
三
年
し
か
こ
こ
に
居
住
し
な

か
っ
た
が
、
御
田
で
の
稲
作
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
「
仙
洞
十
景
」

か
ら
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

仙
洞
御
所
で
の
稲
作
行
事
が
記
録
に
よ
っ
て
明
確
に
確
認
で
き
る
の
は
、

後
桜
町
上
皇
か
ら
で
あ
る
。
後
桜
町
天
皇
は
い
う
ま
で
も
な
く
歴
史
上
最
後

の
女
性
天
皇
で
あ
る
。
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
八
月
三
日
、
桜
町
天
皇
の

第
三
皇
女
（
茶
宮
の
ち
緋あ
け

宮
、
名
は
智と
し

子
）
と
し
て
生
ま
れ
た
。
桜
町
天
皇

の
後
継
者
・
桃
園
天
皇
の
姉
で
あ
る
。
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
七
月
十

二
日
、
桃
園
天
皇
が
二
十
二
歳
の
若
さ
で
死
去
し
た
。
桃
園
天
皇
に
は
後
継

者
と
し
て
英
仁
親
王
が
い
た
が
、
わ
ず
か
五
歳
で
あ
っ
た
た
め
、
関
白
近
衛

内
前
の
指
示
に
よ
り
英
仁
親
王
が
十
歳
に
な
る
ま
で
智
子
内
親
王
が
天
皇
位

を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
十
一
月
二
十
四
日
後
桜

町
天
皇
は
英
仁
親
王
に
譲
位
し
、
翌
明
和
八
年
一
月
二
十
五
日
に
新
造
さ
れ

た
仙
洞
御
所
（
桜
町
殿
）
に
移
っ
た
。
そ
し
て
四
月
二
十
八
日
英
仁
親
王
の

即
位
式
が
挙
行
さ
れ
た
。

　

こ
の
年
五
月
三
日
、
仙
洞
御
所
で
初
め
て
の
田
植
え
が
摂
政
と
な
っ
た
近

衛
内
前
も
参
院
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
田
植
え
行
事
を
見
物
し
た
柳
原

紀
光
は
、「
於
北
園
有
田
植
興
、
早
乙
女
一
四
五
人
歌
田
歌
採
苗
、
殿
下
於

止
々
斎
有
御
見
物
」
と
日
記
に
記
し
て
い
）
10
（

る
。
こ
の
田
植
え
は
「
仙
洞
御
田

植
」
と
も
呼
ば
れ
、
仙
洞
御
所
に
お
け
る
恒
例
の
年
中
行
事
と
な
っ
た
。
田

植
え
の
日
は
年
に
よ
っ
て
異
な
り
、
五
月
初
旬
か
ら
六
月
初
旬
ま
で
の
期
間

内
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
初
め
て
の
田
植
え
に
奉
仕
し
た
農
民
に
つ
い
て
柳

原
の
日
記
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
後
の
史
料
を
見
る
と
、
禁
裏
御

料
の
あ
る
小
野
郷
や
松
ヶ
崎
村
の
農
民
が
奉
仕
し
て
い
た
。

　

九
月
二
十
四
日
に
は
稲
刈
り
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
行
事
に
つ
い
て

「
定
晴
卿
記
」（
野
宮
定
晴
）
の
記
事
を
見
て
み
よ
）
11
（

う
。

　
　

山
科
土
民
等
参
入
刈
御
田
、
歌
謡
短
衣
既
移
田
舎
之
景
、
耕
作
之
体
御

覧
、
又
可
然
事
也
、
上
皇
今
日
渡
御
寿
山
、
摂
政
已
下
於
御
田
辺
構
床

施
花
氈
座
之
、
予
辱
接
其
末
座
、
今
日
殊
有
御
饗
応
被
召
着
也
、
祗
候

之
公
卿
已
下
敷
菅
円
座
着
之
、
須
臾
摂
政
座
出
斉
召
議
奏
卿
、
祗
候
卿

相
及
予
等
賜
酒
食
、
及
黄
昏
御
田
刈
了

　

後
桜
町
上
皇
は
夕
方
ま
で
続
い
た
こ
の
田
刈
り
行
事
を
「
御
寿
山
」
か

ら
、
摂
政
以
下
の
公
家
は
御
田
近
く
に
座
が
設
け
ら
れ
見
物
し
た
。
朝
廷
の

修
理
職
仕
丁
の
指
揮
の
下
で
稲
刈
り
に
奉
仕
し
た
の
は
こ
の
と
き
は
禁
裏
御

料
の
山
科
郷
の
農
民
で
あ
っ
た
が
、
小
野
郷
や
松
ヶ
崎
の
御
料
民
が
奉
仕
す

る
こ
と
も
あ
っ
）
12
（
た
。

　

稲
作
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
た
仙
洞
御
所
の
北
園
と
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
定
晴
卿
記
」
明
和
八
年
九
月
二
十
四
条
は
御
田
の

あ
っ
た
場
所
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
詳
し
く
書
き
残
し
て
い
る
。

　
　

宮
中
柴
垣
之
外
有
広
博
之
地
、
山
河
泉
石
勝
景
殆
無
比
類
、
然
亦
外
墎

之
内
也
、
高
木
森
々
、
河
流
澄
々
、
又
有
橋
殿
釣
台
、
処
々
構
茶
寮
、

有
醒
花
・
鑑
水
・
寿
山
・
出
（
止
々
カ
）斉
等
之
名
、
皆
懸
額
、
南
辺
築
山
之
上
有

悠
然
台
、
遙
望
東
嶺
及
岡
崎
村
之
辺
、
誠
幽
勝
之
地
、
似
大
井
河
嵐
山

之
景
、
然
猶
難
比
之
歟
、
元
是
紀
貫
之
家
、
而
桜
町
中
納
言
成
範
卿
又
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住
之
、
経
年
代
豊
臣
太
閤
秀
吉
北
政
所
伝
居
之
、
然
後
水
尾
院
脱
屣
之

後
始
仙
宮
渡
御
、
其
已
来
代
々
仙
洞
也
、
又
有
鎮
守
社
拝
殿
、
押
歌
仙

色
紙
形
、
予
等
当
春
書
之
、
面
見
之
耻
禿
筆
之
拙
、
既
及
赤
顔
者
也

　

仙
洞
御
所
を
取
り
囲
む
外
郭
の
内
部
、
殿
舎
の
柴
垣
の
東
側
に
広
大
な
庭

園
が
あ
っ
た
。
高
木
の
間
を
小
川
が
流
れ
、
橋
殿
・
釣
台
（
釣
殿
）・
茶
寮

（
茶
室
）
が
配
置
さ
れ
、
ま
た
寿
山
・
止
々
斎
と
名
付
け
ら
れ
た
場
所
が

あ
っ
た
。
鎮
守
社
も
あ
り
、
拝
殿
に
は
野
宮
定
晴
ら
が
書
い
た
六
歌
仙
の
和

歌
色
紙
が
貼
ら
れ
て
い
た
。
仙
洞
御
所
の
再
建
に
あ
た
っ
て
、
彼
ら
も
そ
の

装
飾
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
庭
園
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
南
側

に
悠
然
台
と
呼
ば
れ
た
築
山
が
あ
り
、
東
山
の
峰
々
や
鴨
川
東
の
岡
崎
村
が

遙
か
に
遠
望
で
き
た
こ
と
で
あ
）
13
（

る
。
庭
園
の
池
や
小
川
に
流
れ
込
み
、
ま
た

御
田
を
潤
す
水
の
管
理
は
賀
茂
社
惣
代
が
担
当
し
て
い
た
。
田
植
え
の
直
前

に
は
庭
園
へ
の
水
量
を
増
す
よ
う
に
依
頼
す
る
書
面
が
仙
洞
御
所
か
ら
賀
茂

社
惣
代
へ
出
さ
れ
て
い
た
。

　

仙
洞
御
所
は
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
一
月
の
京
都
の
大
火
に
よ
っ
て
焼

失
し
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
老
中
松
平
定
信
は
禁
裏
・
仙
洞
の
両

御
所
の
再
建
に
全
力
で
取
り
組
ん
だ
。
後
桜
町
上
皇
が
再
建
さ
れ
た
仙
洞
御

所
に
移
っ
た
の
は
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
十
一
月
二
十
六
日
で
あ
っ
た
。

だ
が
仙
洞
御
所
焼
失
翌
年
の
寛
政
元
年
六
月
に
も
、
焼
失
跡
の
庭
で
例
年
の

通
り
田
植
え
の
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
）
14
（

る
。
い
か
に
重
要
な
仙
洞
御
所
の

行
事
だ
っ
た
の
か
が
わ
か
る
。

　

仙
洞
御
所
再
建
後
の
寛
政
三
年
五
月
二
十
七
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
田
植
え

行
事
の
記
録
を
見
て
み
よ
）
15
（
う
。

　
　

御
庭
御
田
植
御
覧
所
清
和
院
口
に
御
設
有
之
、
止
々
斎
跡
御
穴
門
よ
り

御
道
筋
幕
圍
出
来
、
未
刻
出
御
御
寿
山
御
茶
屋
跡
、
堂
上
御
出
座
、
御

本
社
北
西
へ
よ
り
御
附
衆
已
下
修
理
職
迄
出
座
、
辰
刻
比
松
ヶ
崎
百
姓

例
之
通
人
数
参
り
、
午
刻
過
稲
荷
御
穴
門
よ
り
牛
牽
入
、
御
田
植
懸
り

拝
見
之
雑
人
相
廻
る
、
百
姓
并
懸
り
之
も
の
へ
御
菓
子
被
下
候
旨
、
千

と
せ
よ
り
受
取
、
仕
丁
頭
江
申
渡
、
時
刻
従
奥
被
仰
出
、
於
御
庭
百
姓

中
御
菓
子
御
酒
頂
戴
、
於
御
台
所
赤
飯
御
認
被
下
但
御
酒
赤
飯
は
賄
よ

り
仕
丁
頭
直
に
受
取
、
於

御
庭
早
乙
女
踊
有
之
、
申
半
刻
植
仕
舞
、
御
附
衆
始
百
姓
雑
人
迄
不
残

御
庭
出
切

　
　
　
　
　
　

鳥
目
一
貫
文　
　

種
代

　
　
　
　
　
　

同　

一
貫
文　
　

庄
屋
へ
被
下

　
　
　
　
　
　

同　

五
貫
文　
　

百
姓
中
へ
被
下

　
　

右
勘
定
よ
り
受
取
、
仕
丁
頭
江
相
渡
相
済
、
奥
表
御
附
衆
恐
悦
被
申

上
、
取
次
勘
定
頭
奥
江
同
断
申
上
ル

　

か
つ
て
あ
っ
た
庭
園
の
止
々
斎
や
寿
山
茶
屋
は
再
建
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
よ
う
だ
。
後
桜
町
上
皇
・
公
家
の
出
座
後
、
午
前
八
時
頃
松
ヶ
崎
村

の
農
民
が
御
田
に
入
り
、
正
午
頃
に
は
牛
が
牽
き
い
れ
ら
れ
て
行
事
が
始

ま
っ
た
。
菓
子
・
酒
と
赤
飯
が
修
理
職
役
人
と
農
民
に
振
る
舞
わ
れ
た
後
、

早
乙
女
に
よ
る
田
植
え
踊
り
が
な
さ
れ
る
な
か
田
植
え
が
お
こ
な
わ
れ
、
午

後
四
時
頃
に
は
終
了
し
、
種
籾
代
・
奉
仕
料
が
庄
屋
・
百
姓
に
下
付
さ
れ

た
。
稲
刈
り
の
奉
仕
も
田
植
え
と
同
じ
く
小
野
郷
の
農
民
が
お
こ
な
う
こ
と
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天
皇
制
と
稲
作
儀
礼（
羽
賀
）

も
あ
っ
た
。

　

後
桜
町
天
皇
を
継
い
で
明
和
八
年
（
一
八
七
一
）
四
月
二
十
八
日
即
位
し

た
後
桃
園
天
皇
で
は
あ
っ
た
が
、
在
位
わ
ず
か
九
年
、
安
永
八
年
（
一
七
七

九
）
十
月
二
十
九
日
に
死
去
し
た
。
後
桃
園
天
皇
は
病
気
が
ち
で
、
し
か
も

両
眼
を
患
っ
て
い
た
。「
朝
家
大
事
天
下
安
危
在
此
期
」
と
柳
原
紀
光
が
深

刻
な
皇
統
の
危
機
を
抱
く
な
）
16
（

か
、
閑
院
宮
典
仁
親
王
の
子
の
兼
仁
親
王
（
光

格
天
皇
）
が
十
一
月
二
十
五
日
、
わ
ず
か
九
歳
で
践
祚
し
た
。
光
格
天
皇
は

文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
三
月
二
十
二
日
温
仁
親
王
（
仁
孝
天
皇
）
に
位

を
譲
っ
て
、
桜
町
殿
に
移
っ
た
。
明
和
八
年
以
来
桜
町
殿
の
主
で
あ
っ
た
後

桜
町
上
皇
は
、
こ
れ
よ
り
少
し
前
の
文
化
十
年
閏
十
一
月
三
日
に
死
去
し
て

い
た
。
光
格
上
皇
も
ま
た
桜
町
上
皇
を
引
き
つ
い
で
、
上
皇
に
な
っ
た
文
化

十
四
年
か
ら
仙
洞
御
所
で
の
稲
作
儀
礼
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
光
格

上
皇
が
死
去
す
る
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
ま
で
継
続
し
て
実
施
さ
れ
た

の
で
あ
）
17
（
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
仙
洞
御
所
に
お
け
る
田
植
え
の
様
子
を
描
い
た
絵
が
存

在
し
て
い
る
。
一
九
〇
八
（
明
治
四
十
一
）
年
湯
本
文
彦
が
中
心
と
な
っ

て
、
近
世
の
儒
学
者
・
詩
人
・
国
学
者
な
ど
著
名
人
の
肖
像
画
や
墨
跡
の
掛

け
軸
な
ど
を
編
集
し
た
『
先
哲
墨
宝
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
報
徳
講
演

会
が
京
都
で
開
催
さ
れ
た
と
き
に
、
諸
家
が
秘
蔵
す
る
先
哲
の
遺
品
が
展
示

さ
れ
、
そ
の
内
の
優
れ
た
諸
品
を
撮
影
し
て
写
真
帳
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
な
か
に
神
戸
市
の
個
人
が
所
蔵
し
て
い
た
「
仙
洞
御
所
御
田
植
画
幅
」

と
題
す
る
一
枚
が
あ
）
18
（

る
。
こ
の
絵
は
あ
る
時
和
歌
山
藩
士
が
密
か
に
こ
の
儀

式
を
拝
観
し
、
藩
主
に
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
藩
主
は
大
い
に
感
動
し
て
画
家

に
描
か
せ
た
も
の
だ
と
い
）
19
（

う
。

　

こ
の
絵
は
西
か
ら
の
鳥
瞰
図
だ
が
、
多
く
の
人
々
が
集
っ
た
田
植
え
の
盛

ん
な
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
右
側
に
御
殿
、
左
上
か
ら
中
央
下
側
に
か

け
て
水
路
が
描
か
れ
、
水
路
の
左
側
に
は
御
田
社
が
見
え
る
。
五
枚
の
田
の

前
に
公
卿
が
敷
物
の
上
に
座
し
、
田
の
周
り
に
は
数
十
人
の
男
女
の
百
姓
が

ひ
か
え
、
そ
こ
に
早
苗
が
運
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
田
の
北
側
に
は
百
人
を

超
え
る
人
々
（
絵
は
不
鮮
明
で
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
が
女
性
で

あ
る
よ
う
に
見
え
る
）
が
群
集
し
て
い
る
。
田
植
え
を
お
こ
な
う
百
姓
以
外

に
参
観
者
が
い
た
こ
と
は
公
家
の
記
録
で
は
確
認
で
き
な
い
。
即
位
式
の
時

の
よ
う
に
京
都
の
町
人
の
参
観
が
許
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

結
局
、
仙
洞
御
所
に
お
け
る
田
植
え
・
稲
刈
り
の
儀
式
は
神
事
な
ど
他
の

朝
廷
儀
礼
が
あ
る
時
に
は
実
施
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
慣
例
化
し
た

主
要
な
仙
洞
御
所
儀
礼
と
し
て
明
和
八
年
か
ら
天
保
十
一
年
ま
で
七
十
年
に

わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
仙
洞
御
所
で
の
稲
作
儀
礼
の
長
期
間

に
わ
た
る
実
施
に
は
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

仙
洞
御
所
の
御
田
は
庭
園
内
の
風
光
明
媚
な
名
所
の
一
つ
に
す
ぎ
な
か
っ

た
の
）
20
（
か
、
あ
る
い
は
稲
作
が
特
別
な
意
味
を
も
っ
た
仙
洞
儀
礼
の
一
つ
で

あ
っ
た
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
後
桜
町
・
光
格
両
上
皇
に
よ
る
継
続
的
な

稲
作
儀
礼
は
十
八
世
紀
後
期
以
降
の
社
会
情
勢
の
な
か
で
特
別
の
意
味
を
も

ち
は
じ
め
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
こ
の
時
代
の
深
刻

な
凶
作
・
飢
饉
の
状
況
へ
の
対
応
を
材
料
に
検
討
し
た
い
。
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二　

上
杉
治
憲
と
藉
田
の
礼

　

先
に
引
用
し
た
『
先
哲
墨
宝
』
の
「
仙
洞
御
所
御
田
植
画
幅
」
に
は
、
次

の
よ
う
な
解
説
が
付
い
て
い
）
21
（

る
。

　
　

仙
洞
御
庭
の
東
北
に
旧
と
水
田
あ
り
、
年
々
田
植
の
式
あ
り
、
愛
宕
郡

松
ヶ
崎
の
村
民
参
庭
し
て
田
植
を
行
ひ
、
仙
洞
に
も
御
桟
敷
を
設
け
て

叡
覧
あ
り
し
古
式
な
り
、
王
代
に
は
藉
田
の
式
あ
り
し
も
久
し
く
廃
せ

し
か
、
此
式
は
恰
も
其
旧
事
に
則
と
る
も
の
ゝ
如
し

　

仙
洞
御
所
で
の
田
植
え
は
古
代
の
宮
廷
儀
式
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た

「
藉
田
の
礼
」
に
模
範
と
し
た
も
の
だ
と
の
見
解
で
あ
る
。
藉
田
の
礼
と
は

君
主
み
ず
か
ら
耕
作
を
お
こ
な
い
豊
穣
を
祈
る
儀
式
で
あ
る
。
上
皇
が
直
接

田
植
え
を
お
こ
な
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
天
皇
の
代
理
と
し
て
の
行

為
だ
と
見
な
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
見
方
は
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の

評
価
で
あ
っ
て
、
近
世
の
も
の
で
は
な
い
。

　

仙
洞
御
所
で
の
田
植
え
・
稲
刈
が
開
始
さ
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
、
深

刻
な
凶
作
・
飢
饉
の
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
米
沢
藩
で
藉
田
の
礼
が
始
ま
っ

た
。
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
三
月
二
十
六
日
、
上
杉
治
憲
は
米
沢
城
郊
外

の
遠
山
村
開
作
場
で
藉
田
の
礼
を
お
こ
な
っ
た
。
治
憲
は
筑
前
藩
秋
月
種
美

の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
、
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
米
沢
上
杉
重
定
の
世
子

と
し
て
迎
え
ら
れ
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
に
な
っ
て
重
定
の
跡
を
継
い

だ
。
藉
田
の
礼
を
お
こ
な
っ
た
の
は
襲
封
か
ら
五
年
目
の
こ
と
で
、
二
十
二

歳
の
と
き
で
あ
っ
）
22
（

た
。

　

こ
の
日
治
憲
は
白
子
・
春
日
両
神
社
に
参
詣
し
た
後
、
遠
山
村
へ
入
っ

た
。
非
番
の
奉
行
、
郷
村
次
頭
取
、
郷
村
掛
の
勘
定
頭
次
役
、
郡
奉
行
、
開

作
掛
な
ど
が
治
憲
を
迎
え
た
。
治
憲
は
み
ず
か
ら
開
作
場
の
田
地
に
三
回
鍬

を
入
れ
、
つ
づ
い
て
奉
行
竹
俣
当
綱
が
九
回
、
勘
定
次
頭
取
・
開
作
掛
（
佐

藤
文
四
郎
）・
郡
奉
行
が
四
十
五
回
、
勘
定
頭
次
役
ら
が
七
十
二
回
、
開
作

掛
（
神
保
庄
之
助
）
が
九
十
九
回
、
肝
煎
（
作
男
）
が
三
百
回
鍬
を
入

れ
）
23
（

た
。
こ
れ
よ
り
先
三
月
九
日
治
憲
は
林
泉
寺
・
宝
珠
寺
に
対
し
て
五
穀
豊

穣
の
た
め
の
二
夜
三
日
の
祈
祷
を
命
じ
て
い
た
。
通
例
の
上
杉
家
の
菩
提
寺

へ
の
祈
祷
に
加
え
て
、
新
た
に
豊
饒
を
願
う
儀
式
が
古
代
中
国
の
稲
作
儀
礼

を
モ
デ
ル
と
し
て
執
行
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
深
刻
な
凶
作
・
飢
饉
を
克
服

す
る
た
め
に
新
し
い
儀
礼
が
必
要
と
さ
れ
た
。

　

治
憲
の
治
世
を
支
え
た
家
老
の
一
人
で
あ
る
莅
戸
太
華
が
書
い
た
治
憲
の

言
行
録
『
翹
楚
篇
』（
寛
政
元
年
〈
一
七
八
九
〉
十
一
月
序
）
は
、
藉
田
の

礼
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
）
24
（
る
。

　
　

御
国
ハ
四
境
皆
数
里
の
山
に
て
包
た
る
よ
り
、
背
負
駄
送
の
む
つ
か
し

く
、
只
最
上
川
の
上
流
松
川
の
運
漕
に
小
舟
十
艘
を
下
す
の
ミ
、
夫
さ

へ
に
夏
ハ
水
涸
て
叶
ハ
す
、
冬
ハ
氷
流
れ
通
ハ
す
、
只
春
と
秋
と
の
漕

故
、
米
穀
の
他
邦
へ
出
へ
き
便
な
き
よ
り
、
米
価
賤
て
、
お
の
つ
か
ら

惰
農
風
俗
を
な
し
、
田
地
の
価
賤
く
、
悪
き
田
に
至
り
て
ハ
金
銭
添
て

譲
与
ふ
る
も
、
買
ふ
へ
き
相
手
の
な
き
と
い
ふ
程
に
成
来
れ
り
、
去
れ

は
此
事
を
深
く
御
憂
思
召
、
安
永
元
年
三
月
、
城
西
遠
山
村
の
内
、
四

反
余
の
田
地
を
も
て
、
御
小
納
戸
御
開
作
と
名
付
ら
れ
、
藉
田
の
礼
を
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行
せ
ら
れ
、
御
み
つ
か
ら
耒
耜
を
執
て
三
撥
古
の
礼
、
王
耕
一
撥
班
三
と
て
、
天

子
御
自
一
撥
し
給
ふ
事
故
、
一
等
を

下
り
給
ひ
て
三
撥

し
給
ひ
し
な
り

し
給
ひ
、
九
撥
二
十
七
撥
よ
り
、
某
々
か
次
の
侭
に
発
せ

し
な
り
、
さ
れ
ハ
此
田
よ
り
出
る
米
初
穂
を
ハ
、
春
日
白
子
の
両
社
に

供
し
、
残
る
所
ハ
新
小
姓
御
馬
廻
り
組
五
十
組
の
嫡
男
に
御
扶
持
給
ハ
り
、
御
堂
御
法
事

の
御
用
勤
来
り
し
を
、
明
和
三
年
賦
用
足
と
て
、
新
御
小
姓
を

止
ら
れ
し
か
、
安
永
三
年
よ
り
籍
田
の
米
を
給
る
と
い

ふ
を
名
と
し
出
し
て
、
ま
た
新
小
姓
も
立
ら
れ
し
な
り
の
御
扶
持
米
に
賜
り
し
也

　

こ
の
田
地
は
「
御
小
納
戸
御
開
作
」
と
名
付
け
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
の
収
穫

米
は
春
日
社
・
白
子
社
の
初
穂
米
と
し
て
供
え
ら
れ
た
。
ま
た
残
り
の
米
は

再
興
さ
れ
た
新
小
姓
組
の
扶
持
米
と
し
て
配
分
さ
れ
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は

「
古
の
礼
、
王
耕
一
撥
班
三
と
て
、
天
子
御
自
一
撥
し
給
ふ
事
故
、
一
等
を

下
り
給
ひ
て
三
撥
し
給
ひ
し
な
り
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。「
古
の
礼
」
は

後
述
す
る
よ
う
に
藉
田
の
礼
の
起
源
と
な
っ
た
『
周
礼
』
を
さ
す
が
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
諸
侯
の
身
分
で
あ
る
治
憲
は
天
子
よ
り
一
等
下
っ
て
、
三
回
鍬

を
入
れ
る
に
と
ど
め
た
の
で
あ
る
。

　

莅
戸
は
藉
田
の
礼
の
実
施
の
理
由
に
つ
い
て
、
山
間
部
に
あ
る
米
沢
の
地

理
的
・
経
済
的
な
孤
立
状
況
が
米
価
の
低
下
を
も
た
ら
し
、
農
民
の
稲
作
生

産
の
意
欲
を
奪
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
農
民
の
農
業
意
欲
を
喚
起
す
る

た
め
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
莅
戸
の
説
明
は
米
沢
藩
を
襲
っ
て

い
た
深
刻
な
凶
作
状
況
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
治
憲
が
藉

田
の
礼
を
執
り
お
こ
な
お
う
と
し
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
治
憲
の
学
問
の
師

で
あ
っ
た
細
井
平
洲
の
発
言
が
注
目
さ
れ
る
。
藉
田
の
礼
が
始
ま
っ
た
前
年

の
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
治
憲
は
江
戸
か
ら
米
沢
に
帰
っ
た
。
細
井
は
治

憲
の
「
仁
政
」
に
国
内
が
心
服
す
る
一
方
、
雨
乞
い
な
ど
旱
魃
対
策
に
必
死

に
取
り
組
む
米
沢
の
様
子
を
伊
藤
玄
沢
に
報
じ
て
い
）
25
（
た
。

　
　

今
夏
も
東
国
は
一
統
の
か
ん
ば
つ
に
御
座
候
所
、
追
々
雨
請
の
祈
も
御

座
候
得
共
、
ふ
り
不
申
候
に
付
、
上
下
人
民
君
侯
の
御
苦
労
を
痛
心
申

候
て
、
村
々
庄
屋
共
我
も
我
も
山
川
に
こ
も
り
、
三
日
七
日
の
祈
念
に

て
、
身
命
を
投
す
て
雨
を
祈
り
申
し
、
武
士
は
不
及
申
、
町
在
の
者
共

我
も
我
も
右
の
通
に
御
座
候
て
、
あ
た
ご
山
と
申
所
に
二
百
八
十
人
余

も
断
食
に
て
こ
も
り
申
候
由
、
君
に
も
右
の
者
共
催
命
の
所
を
御
案
事

被
成
候
て
、
使
者
を
以
御
さ
た
段
段
御
聞
に
て
御
座
候
所
、
三
日
断
食

に
御
座
候
所
、
天
も
感
応
御
座
候
て
、
六
月
五
日
、
十
三
日
、
十
四

日
、
十
六
日
大
雨
車
軸
を
流
し
、
御
領
分
廿
里
余
の
間
潤
ひ
に
て
候

て
、
万
民
蘇
生
の
思
ひ
を
な
し
申
候
由
、
一
昨
日
以
来
追
々
申
来
り
安

心
仕
候
、
如
何
成
儀
候
哉
、
米
沢
領
斗
降
り
候
て
、
他
国
は
一
向
ふ
り

不
申
候
由
、
只
々
ふ
し
ぎ
の
事
に
御
座
候
、
去
年
以
来
家
中
の
大
臣
小

臣
自
身
す
き
く
わ
を
取
、
所
々
荒
れ
田
を
掘
起
し
、
農
業
を
た
す
け
申

候
事
、
前
代
未
聞
の
事
共
、
落
涙
に
不
堪
事
に
御
座
候
（
中
略
）
城
西

二
里
余
、
菅
川
と
申
候
中
に
て
士
七
百
人
申
合
申
、
み
な
み
な
百
姓
出

立
に
て
み
の
笠
を
着
し
、
す
き
く
わ
を
取
、
荒
田
を
お
こ
し
申
候
て
、

春
以
来
殊
の
外
の
丹
精
御
座
候
、
執
政
竹
俣
美
作
守
七
日
が
間
、
と
ま

ぶ
き
の
か
り
小
屋
に
お
き
ふ
し
を
い
た
し
、
諸
士
を
は
げ
ま
し
申
候
由

に
御
座
候
、
仍
之
五
月
十
四
日
、
君
に
も
か
ち
に
て
右
の
場
所
へ
御
出

で
候
て
、
諸
士
共
を
そ
の
ま
ま
に
て
目
通
り
へ
五
十
人
宛
呼
出
し
、
厚

き
辞
を
給
り
、
其
上
に
て
酒
を
た
べ
候
様
に
と
御
申
聞
に
て
、
君
手
ず
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か
ら
大
樽
の
鏡
を
打
ぬ
き
、
さ
あ
の
め
の
め
と
御
申
に
て
、
竹
俣
大
夫

を
初
、
大
夫
達
み
な
み
な
た
す
き
を
か
け
酒
を
く
ん
で
、
貴
賤
の
一
統

に
給
り
申
候
由
（
中
略
）
古
今
希
代
の
君
臣
美
談
と
申
も
愚
に
御
座
候

に
付
、
御
聞
せ
申
候
、
君
も
君
、
大
夫
も
大
夫
、
諸
士
も
諸
士
、
珍
敷

事
に
御
座
候

　

こ
の
年
東
国
は
旱
魃
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
身
分
を
越
え
て
多
数
の
人
々
が

雨
乞
い
の
祈
誓
を
お
こ
な
い
、
治
憲
も
三
日
間
の
断
食
を
し
て
祈
誓
し
た
と

こ
ろ
天
の
感
応
が
あ
り
、
大
雨
が
降
り
続
い
た
。
米
沢
領
の
み
が
雨
の
恩
恵

を
受
け
る
と
い
う
奇
跡
的
な
出
来
事
が
起
き
た
と
い
う
。
細
井
は
こ
う
し
た

天
の
感
応
を
呼
び
込
ん
だ
の
は
前
年
か
ら
家
中
全
体
が
荒
田
開
発
を
お
こ

な
っ
た
こ
と
に
見
て
い
た
よ
う
だ
。
治
憲
が
帰
国
し
た
後
も
、
家
老
竹
俣
美

作
守
を
先
頭
に
七
百
人
ほ
ど
の
藩
士
が
耕
作
に
精
を
出
し
て
お
り
、
治
憲
も

現
地
に
臨
ん
で
家
臣
を
激
励
し
た
。
細
井
は
君
臣
が
一
体
と
な
っ
た
農
業
再

建
へ
の
意
思
に
強
く
感
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
家
臣
の
荒
田
開

発
、
治
憲
の
家
臣
の
褒
賞
が
、
翌
安
永
元
年
の
藉
田
の
礼
を
開
始
す
る
前
提

に
あ
っ
た
。

　

細
井
の
藉
田
の
礼
に
関
す
る
言
及
は
彼
の
言
行
録
『
平
洲
雑
話
』
の
「
上

杉
殿
家
中
佐
藤
文
四
郎
事
」
と
い
う
記
事
の
な
か
に
も
見
え
）
26
（
る
。
佐
藤
文
四

郎
は
治
憲
の
近
習
で
開
作
掛
を
勤
め
て
お
り
、
安
永
元
年
の
藉
田
の
礼
の
開

始
に
尽
力
し
た
側
近
で
あ
っ
た
。
安
永
二
年
治
憲
は
参
勤
の
年
に
当
た
っ
て

い
た
。
開
作
場
を
農
民
の
手
に
委
ね
る
こ
と
は
恐
れ
多
い
と
し
て
、
佐
藤
は

み
ず
か
ら
の
手
で
耕
作
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
佐
藤
は
家
老
か
ら
馬
を
借

り
、
家
来
と
と
も
に
耕
作
し
、
秋
に
は
豊
か
な
実
り
が
得
ら
れ
、
そ
れ
を
江

戸
藩
邸
の
憲
実
の
も
と
に
献
上
し
た
と
い
う
逸
話
を
細
井
は
伝
え
て
い
る
。

　
　

上
杉
殿
常
々
政
事
に
心
懸
被
罷
在
候
処
、
あ
る
時
籍
田
の
法
を
も
て
、

農
耕
の
大
切
成
義
を
も
民
百
姓
ど
も
へ
も
見
せ
し
め
し
被
申
渡
度
被

存
、
色
々
家
老
ど
も
へ
も
相
談
の
上
の
処
、
幸
上
り
地
に
相
成
り
、
年

久
敷
う
ち
捨
り
荒
田
と
な
り
来
候
場
所
有
之
候
付
、
右
場
所
を
自
身
手

作
場
と
被
定
、
手
づ
か
ら
耕
作
を
も
い
た
さ
れ
度
所
存
に
候
へ
共
、
其

儀
は
家
老
共
指
留
め
申
候
、
依
て
毎
年
先
祖
代
々
の
墓
所
と
い
ふ
所
へ

毎
歳
礼
服
に
て
為
年
礼
、
家
中
の
歴
々
奉
供
い
た
し
、
参
詣
罷
在
候

由
、
右
の
節
御
酒
を
被
備
、
弾
正
殿
初
家
老
番
頭
三
十
人
組
已
下
一
統

扶
助
の
分
へ
は
、
残
ら
ず
右
神
酒
頂
戴
い
た
し
候
が
吉
礼
と
な
り
候

処
、
今
年
よ
り
籍
田
の
法
を
も
取
行
ひ
被
申
渡
候
付
、
右
参
詣
の
か
へ

り
に
被
備
候
御
酒
を
為
持
ら
れ
、
件
の
手
作
場
へ
被
相
越
、
自
身
礼
服

の
ま
ま
に
て
高
股
立
に
被
取
、
耜
を
被
持
、
三
す
き
し
か
れ
、
夫
よ
り

家
老
番
頭
三
十
人
頭
已
下
次
第
に
耕
数
を
ま
し
お
こ
し
、
其
余
は
軽
き

も
の
ど
も
う
ち
か
か
り
、
鍬
に
て
不
残
お
こ
し
終
り
、
件
の
御
酒
を
下

に
ま
で
一
統
頂
戴
農
礼
を
は
り
候
由
、
百
姓
共
へ
も
兼
て
幾
何
日
籍
田

の
法
を
被
行
候
付
、
い
づ
れ
も
拝
見
に
罷
出
候
様
に
と
相
触
候
へ
ば
、

雑
人
共
夥
敷
出
、
遠
方
よ
り
平
伏
拝
見
仕
候
由

　

細
井
に
よ
れ
ば
当
初
藉
田
の
礼
の
執
行
は
家
老
の
反
対
に
あ
っ
た
。
上
杉

家
祖
先
の
墓
所
で
の
君
臣
関
係
の
再
確
認
を
経
る
こ
と
で
実
現
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
い
う
。
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藉
田
の
礼
と
は
何
か
。
そ
れ
は
中
国
古
代
王
朝
・
周
の
礼
制
で
あ
り
、
天

子
み
ず
か
ら
藉
田
を
耕
作
し
て
、
収
穫
物
を
宗
廟
に
供
え
て
祖
先
へ
の
孝
を

致
す
こ
と
、
そ
し
て
藉
田
の
礼
を
通
じ
て
勧
農
を
促
し
、
藉
田
の
礼
が
終

わ
っ
て
農
官
が
農
民
に
農
事
を
奨
励
す
る
こ
と
で
あ
）
27
（

る
。

　

治
憲
自
身
が
書
き
残
し
た
「
藉
田
解
」
と
い
う
史
料
が
あ
る
。
こ
れ
は
治

憲
を
祭
神
と
す
る
上
杉
神
社
の
宮
司
大
乗
寺
良
一
の
『
鷹
山
公
の
藉
田
』
に

収
録
さ
れ
て
い
）
28
（

る
。
治
憲
が
周
代
の
藉
田
の
礼
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
た
の

が
「
藉
田
解
」
で
あ
っ
た
。

　
　

藉
田
と
は
古
天
子
南
郊
に
行
幸
あ
つ
て
、
親
く
耜
を
取
玉
ひ
、
田
を
一

耜
耕
し
玉
ひ
て
、
是
よ
り
出
る
所
の
黍
稷
を
も
て
宗
廟
の
粢
盛
に
供
玉

ひ
、
又
天
下
の
民
に
先
ち
農
事
を
勤
め
玉
ふ
を
藉
田
と
云
、
藉
は
踏
藉

と
て
天
子
其
土
を
踏
玉
ふ
の
義
な
り
、
韋
昭
は
藉
は
借
な
り
と
注
し

て
、
天
子
自
植
付
蒔
付
の
事
ま
で
を
為
玉
ふ
べ
き
に
あ
ら
さ
れ
ば
、
藉

田
の
礼
行
は
れ
て
後
は
、
民
其
あ
と
を
耕
耘
収
穫
す
る
ゆ
へ
、
民
力
を

借
て
治
と
云
事
に
て
藉
と
云
と
見
た
れ
と
も
、
前
漢
の
景
帝
の
詔
に
も

朕
親
耕
后
親
桑
為
天
下
先
と
あ
り
て
、
皆
躬
親
な
す
の
義
な
れ
ば
、
借

の
義
に
見
た
る
は
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
と
顔
師
古
も
云
り
、
天
子
は
千
畝
の

地
場
に
て
此
藉
田
を
な
し
玉
ひ
、
諸
侯
は
百
畝
の
地
場
に
て
な
し
玉
ふ

事
な
り

　

藉
田
の
礼
と
は
ま
さ
に
天
子
が
鍬
を
み
ず
か
ら
取
っ
て
耕
作
し
、
収
穫
物

を
宗
廟
に
供
え
、
農
事
を
奨
励
す
る
儀
礼
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
章
に
続
い
て

治
憲
は
周
時
代
の
宣
王
の
逸
話
を
引
く
。
宣
王
は
「
暴
虐
な
る
天
子
」
で
あ

る
厲
王
の
後
を
受
け
て
即
位
し
、
文
王
・
武
王
の
政
治
を
模
範
と
し
て
再
興

し
た
。
し
か
し
藉
田
の
礼
を
執
行
し
な
か
っ
た
た
め
、
補
佐
の
文
公
が
穀

物
・
農
業
は
人
民
の
生
命
に
関
係
す
る
根
本
、
人
々
の
和
協
や
道
徳
的
行
動

の
基
礎
に
あ
り
、
ま
た
天
子
が
上
帝
を
祀
る
供
物
と
も
な
る
か
ら
と
言
っ

て
、
藉
田
の
礼
の
大
事
さ
を
説
い
て
宣
王
を
諫
言
し
た
。
し
か
し
宣
王
は
こ

の
諫
言
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
宣
王
は
統
治
に
お
け
る
反
面
教
師
で
あ
っ

た
。

　

古
代
中
国
で
は
陽
気
が
土
中
に
満
ち
土
地
を
耕
す
べ
き
時
候
が
来
た
と
い

う
知
ら
せ
を
天
文
暦
術
を
職
と
し
た
大
史
か
ら
受
け
た
稷
官
（
農
事
を
司
る

官
）
は
、
天
子
へ
次
の
よ
う
に
奏
聞
す
る
。

　
　

大
史
官
陽
官
の
春
官
を
帥
て
土
地
を
見
分
し
、
稷
官
の
農
事
掛
り
の
役

筋
へ
申
聞
る
ゝ
に
は
、
今
日
よ
り
九
日
め
に
い
た
り
、
土
地
ふ
る
い
う

ご
き
農
事
取
起
す
べ
き
時
節
の
よ
し
申
出
た
り
、
し
か
れ
ば
天
子
つ
ゝ

し
み
斎
戒
し
玉
ひ
、
農
事
を
御
見
届
ら
れ
、
不
易
と
は
例
年
の
通
、
藉

田
よ
り
し
て
諸
事
御
取
行
あ
る
べ
し
と
な
り

　

天
子
は
こ
れ
を
聞
き
、
六
卿
の
う
ち
人
民
を
司
る
司
徒
へ
藉
田
を
耕
作
す

る
公
卿
・
庶
民
に
戒
め
を
す
る
こ
と
を
命
じ
、
ま
た
土
地
を
司
る
司
空
に
藉

田
内
の
豊
熟
を
祈
る
壇
場
の
祓
い
を
、
農
大
夫
に
は
器
財
の
準
備
を
命

じ
）
29
（

た
。
そ
の
後
立
春
の
五
日
前
か
ら
天
子
は
斎
宮
で
潔
斎
し
、
当
日
藉
田
の

場
へ
行
幸
す
る
。
稷
官
の
長
で
あ
る
后
稷
ら
が
豊
熟
の
祭
祀
を
お
こ
な
っ
た

後
、
大
史
が
介
添
え
し
て
天
子
は
み
ず
か
ら
耜
（
鍬
）
を
取
っ
て
一
耜
す

る
。
こ
れ
を
「
一
撥
」
と
い
う
。
そ
の
後
公
卿
大
夫
が
耜
を
取
り
、
公
は
三
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耜
、
卿
は
九
耜
、
大
夫
は
二
十
七
耜
す
る
。
階
級
に
従
い
耜
を
す
る
回
数
は

三
倍
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
終
わ
り
、
藉
田
を
管
理
す
る
農
民
が
耕
し
、

天
子
が
参
加
者
へ
饗
応
し
て
藉
田
の
礼
は
終
了
す
る
。
こ
の
日
に
は
ま
た
風

気
や
土
地
の
状
況
に
考
慮
し
て
藉
田
の
東
南
に
倉
を
建
て
、
藉
田
に
播
く
種

籾
を
貯
え
て
置
き
、
時
節
に
な
れ
ば
こ
の
種
籾
を
農
民
に
分
け
与
え
る
こ
と

と
さ
れ
た
。

　

藉
田
の
礼
は
「
万
物
発
生
の
時
節
」
を
迎
え
て
君
主
み
ず
か
ら
が
「
土
地

を
う
ち
か
へ
す
」
儀
礼
を
お
こ
な
い
、
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
行
為
で
あ
っ

た
。
し
か
も
こ
の
儀
式
は
天
子
以
下
公
卿
大
夫
・
諸
官
が
周
到
に
準
備
し
て

実
施
さ
れ
、
そ
こ
に
農
民
も
参
加
す
る
治
者
と
被
治
者
と
の
共
同
行
為
で
も

あ
っ
た
。
そ
し
て
藉
田
に
お
け
る
稲
刈
り
も
同
じ
く
天
子
と
農
民
の
共
同
作

業
と
し
て
実
施
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。

　

ま
た
藉
田
の
礼
は
農
民
に
農
耕
へ
の
献
身
を
促
す
教
化
の
手
段
で
も
あ
っ

た
。
藉
田
の
礼
を
担
当
す
る
稷
官
は
「
あ
ま
ね
く
民
へ
い
ま
し
め
農
業
の
次

第
を
し
め
く
ゝ
り
無
精
の
な
き
や
う
に
世
話
す
る
」
職
務
を
担
い
、
こ
の
趣

旨
を
領
内
巡
行
し
て
教
諭
す
る
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
稷
官
は
一
〜
三
度
、

司
空
（
刑
罰
を
司
る
官
）
は
四
度
、
司
徒
は
五
度
、
大
史
は
八
度
、
宗
伯

（
祭
祀
の
長
官
）
は
九
度
教
諭
を
く
り
返
す
も
の
と
規
定
さ
れ
、「
其
上
に
天

子
自
公
卿
大
夫
を
帥
玉
ひ
て
巡
行
な
さ
れ
、
親
し
く
農
事
を
勧
勉
し
玉
ふ
」

こ
と
が
理
想
と
さ
れ
た
。

　

藉
田
の
礼
に
よ
っ
て
農
民
の
勤
勉
、
収
穫
と
衣
食
の
安
定
が
実
現
す
れ
ば

「
民
心
和
同
と
や
は
ら
ぎ
合
て
争
訟
の
事
も
起
ら
ぬ
」
社
会
が
実
現
さ
れ

る
。
そ
の
理
想
的
社
会
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

　
　

天
子
の
御
取
行
唯
農
事
を
専
に
御
世
話
あ
り
て
、
外
の
御
用
す
ぢ
を
其

農
事
方
の
御
役
人
に
命
ぜ
ら
れ
て
、
民
の
隙
を
費
す
ご
と
き
事
は
な
き

な
り
、
春
夏
秋
の
三
時
は
専
民
を
農
事
に
働
か
し
め
、
多
分
民
の
事
な

き
時
節
軍
事
の
習
は
し
を
さ
す
る
事
な
り
、
ケ
様
あ
る
ゆ
へ
ど
こ
そ
こ

の
征
伐
と
い
へ
ば
御
威
光
も
立
、
農
事
の
日
に
は
屹
御
備
立
す
る
事
な

り
、
斯
あ
れ
ば
こ
そ
天
神
地
祇
も
悦
玉
ひ
、
民
も
有
難
く
上
を
戴
て
下

に
和
合
し
、
社
稷
山
川
の
御
祭
も
時
を
た
が
へ
ず
取
行
る
ゝ
ゆ
へ
、
諸

神
も
福
を
下
し
幸
を
施
し
玉
ふ
こ
と
優
裕
と
ゆ
た
か
に
た
つ
ぶ
り
と
す

る
こ
と
な
り

　

与
え
ら
れ
た
職
掌
を
分
担
・
執
行
す
る
官
吏
（『
周
礼
』
に
規
定
さ
れ
た

諸
官
）
と
勤
勉
な
農
民
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
は
た
し
、
ま
た
天
神
地
祇
を

怠
り
な
く
執
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
定
し
た
農
業
生
産
は
確
保
さ
れ
る
。

天
子
が
主
宰
す
る
藉
田
の
礼
は
こ
う
し
た
上
下
和
合
の
農
業
社
会
を
実
現
す

る
根
本
に
置
か
れ
て
い
る
。
天
子
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
そ
の
も
と
で
職
掌
を
分

業
す
る
官
制
、
過
不
足
な
き
天
神
地
祇
祭
祀
と
農
業
奨
励
の
た
め
の
農
民
教

化
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
安
定
し
た
農
業
生
産
に
よ
る
上
下
和
合
の

理
想
的
社
会
が
藉
田
の
礼
と
い
う
稲
作
儀
礼
を
通
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

米
沢
藩
で
も
藉
田
の
礼
の
後
教
化
体
制
の
構
築
が
な
さ
れ
て
い
た
。
藉
田

の
礼
が
お
こ
な
わ
れ
た
安
永
元
年
九
月
、
米
沢
藩
は
郷
村
教
導
出
役
を
設

け
、
領
内
を
十
二
に
区
分
し
て
十
二
人
の
教
導
出
役
の
役
人
に
教
諭
を
実
施

132

十



天
皇
制
と
稲
作
儀
礼（
羽
賀
）

さ
せ
）
30
（
た
。
家
老
竹
俣
当
綱
に
よ
る
教
導
の
心
得
書
は
、
教
諭
の
内
容
と
し
て

天
道
へ
の
敬
礼
、
父
母
へ
の
孝
行
、
家
内
・
村
の
和
睦
、
百
姓
の
家
業
、
君

主
へ
の
敬
意
、
身
寄
り
な
き
者
へ
の
扶
助
、
奢
侈
の
戒
め
、
衣
食
住
・
葬
祭

に
お
け
る
節
倹
の
実
践
を
あ
げ
て
い
た
。

　

治
憲
に
よ
る
藉
田
の
礼
は
安
永
元
年
以
降
、
在
国
し
て
い
た
安
永
三
、

五
、
七
、
九
年
と
隔
年
に
執
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
治
憲
に
続
き
、
顕

孝
・
治
広
・
斉
憲
と
い
う
歴
代
藩
主
も
治
憲
に
な
ら
っ
て
藉
田
の
礼
を
お
こ

な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
『
上
杉
家
御
年
譜
』
の
記
事
で
確
認
で
き
る

（
最
後
の
記
事
は
嘉
永
三
年
〈
一
八
五
〇
〉）。
し
か
し
儀
式
の
内
容
で
は
異

な
る
場
合
も
あ
っ
た
。
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
三
月
十
七
日
の
藉
田
の

礼
で
鍬
を
入
れ
た
回
数
は
、
斉
憲
が
三
回
、
奉
行
・
江
戸
家
老
二
十
七
回
、

郡
奉
行
四
十
五
回
、
代
官
七
十
二
回
、
開
作
掛
九
十
九
回
、
肝
煎
三
百
回
で

奉
行
の
回
数
が
違
っ
て
い
）
31
（

る
。

三　

凶
作
・
飢
饉
と
朝
廷

（
１
）
天
明
七
年
の
御
所
千
度
参
り

　

後
桜
町
上
皇
の
稲
作
儀
礼
、
上
杉
治
憲
の
藉
田
の
礼
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
時
代
、
日
本
社
会
は
凶
作
・
飢
饉
に
連
続
的
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
。
そ
し

て
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
は
飢
饉
の
さ
な
か
、
各
地
で
激
し
い
打
ち
こ

わ
し
が
起
き
て
い
た
。
し
か
し
京
都
で
は
こ
の
年
六
月
中
旬
こ
ろ
か
ら
、
御

所
へ
の
千
度
参
り
と
い
う
群
参
行
動
が
発
生
し
た
。
こ
の
こ
と
を
初
め
て
指

摘
し
た
の
が
『
京
都
の
歴
史
』
で
あ
っ
）
32
（
た
。
こ
の
群
参
行
動
は
市
内
の
人
々

が
禁
裏
御
所
へ
参
詣
し
、
夏
の
暑
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
周
十
二
町
ほ
ど

の
築
地
の
外
側
を
千
度
歩
み
廻
る
行
動
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
南
門
で
御
所
を

拝
礼
し
、
五
穀
豊
饒
を
祈
願
し
た
。
こ
の
行
動
に
対
し
て
、
関
白
鷹
司
家
は

尼
崎
城
主
の
松
平
遠
江
守
を
通
じ
て
庄
内
米
を
購
入
し
、
鷹
司
邸
で
直
売
り

す
る
こ
と
を
市
内
に
通
達
し
た
。

　
『
京
都
の
歴
史
』
の
記
述
は
ご
く
簡
単
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
そ
の

後
こ
の
御
所
千
度
参
り
の
実
態
を
新
た
な
史
料
を
提
示
し
つ
つ
明
ら
か
に

し
、
近
世
朝
廷
論
の
な
か
に
こ
の
行
動
を
位
置
付
け
た
の
が
藤
田
覚
の
研
究

で
あ
っ
）
33
（

た
。
藤
田
が
紹
介
し
た
新
史
料
、
京
都
の
住
人
か
ら
江
戸
人
へ
の
手

紙
（『
落
葉
集
』
所
収
）
や
三
井
京
本
店
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
こ
の
群
参
行

動
が
京
都
の
市
民
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大
坂
を
は
じ
め
近
江
・
河
内
な
ど
へ
も

波
及
し
て
い
っ
た
。
千
度
参
り
に
参
集
す
る
人
数
は
一
日
数
万
人
に
達
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
大
規
模
な
行
動
で
あ
り
、
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
の
御
蔭

参
り
の
よ
う
な
様
相
を
示
し
て
い
た
と
い
う
。
暑
い
季
節
で
あ
っ
た
た
め
、

朝
廷
は
禁
裏
塀
に
沿
っ
て
流
れ
る
溝
を
清
掃
し
て
清
水
を
流
す
こ
と
を
命

じ
、
ま
た
り
ん
ご
三
万
個
が
仙
洞
御
所
か
ら
振
る
舞
わ
れ
、
菓
子
・
酒
・
瓜

な
ど
の
出
店
が
五
〜
六
百
店
も
出
た
と
い
う
。
大
坂
か
ら
は
「
禁
裡
御
千
度

参
り
施
行
船
」
も
運
行
さ
れ
た
。
こ
の
群
参
行
動
は
六
月
初
旬
に
始
ま
り
十

月
初
旬
に
は
収
束
し
た
と
い
う
。

　

な
ぜ
人
々
は
朝
廷
へ
千
度
参
り
を
お
こ
な
い
、
五
穀
豊
穣
を
祈
願
し
た
の

か
。
藤
田
は
こ
の
点
に
は
は
っ
き
り
と
言
及
し
て
い
な
い
。
藤
田
が
紹
介
し
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た
史
料
に
よ
れ
ば
、
禁
裏
御
所
の
築
地
塀
に
あ
る
門
の
内
、
紫
宸
殿
前
の
南

門
と
公
家
の
出
入
り
口
で
西
南
に
あ
る
唐
門
の
敷
石
に
は
、
賽
銭
が
毎
日
四

十
貫
文
ほ
ど
置
か
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
行
為
の
禁
止
に
つ
い
て
禁
裏
附

武
士
が
朝
廷
の
意
向
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
仙
洞
御
所
様
よ
り
信
心
に
て
参

詣
致
候
事
故
、
其
儘
に
致
置
候
旨
」
が
指
示
さ
れ
た
。「
仙
洞
御
所
様
」
と

は
後
桜
町
上
皇
を
さ
す
。
さ
ら
に
「
右
御
影
故
歟
夫
よ
り
天
気
も
宜
、
豊
作

之
印
と
申
、
弥
信
心
相
増
、
参
詣
も
群
衆
仕
候
」
と
、
天
候
の
回
復
が
千
度

参
り
の
効
果
だ
と
見
な
さ
れ
、
さ
ら
に
群
参
の
列
が
増
し
た
と
い
う
。
本
居

宣
長
の
日
記
に
も
「
自
今
月
上
旬
京
都
町
人
多
参
詣
禁
裏
、
拝
南
門
祈
五
穀

成
就
」
と
の
記
事
が
見
ら
れ
）
34
（

る
。
こ
う
し
た
史
料
か
ら
す
れ
ば
、
禁
裏
御
所

は
寺
社
と
同
様
に
人
々
の
信
心
、
豊
作
祈
願
の
対
象
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き

る
。

　

こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
千
度
参
り
が
起
き
た

天
明
七
年
は
光
格
天
皇
の
大
嘗
祭
が
執
行
さ
れ
た
年
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
光
格
天
皇
は
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
八
月
十
五
日
に
生
ま
れ
、
安
永

八
年
（
一
七
七
九
）
十
一
月
二
十
五
日
後
桃
園
天
皇
の
死
去
に
と
も
な
い
、

九
歳
で
践
祚
し
た
。
光
格
天
皇
が
即
位
（
即
位
式
は
安
永
九
年
十
二
月
四

日
）
し
た
後
、
朝
廷
儀
礼
の
再
興
に
新
た
な
道
筋
が
つ
け
ら
れ
始
め
た
。
光

格
天
皇
の
元
服
式
は
安
永
十
年
元
旦
に
挙
行
さ
れ
る
と
い
う
異
例
な
形
で
お

こ
な
わ
れ
、
一
月
三
日
の
元
日
節
会
が
殿
上
淵
酔
と
し
て
開
か
れ
）
35
（

た
。
殿
上

淵
酔
は
元
服
式
の
三
日
後
の
宴
会
で
あ
り
、
大
永
年
間
（
一
五
二
〇
年
代
）

以
来
中
絶
し
て
お
り
、
二
五
〇
年
振
り
の
再
興
で
あ
っ
た
。
元
旦
に
天
皇
の

元
服
式
を
挙
行
し
た
の
は
こ
の
宴
会
を
再
興
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
御
所
千
度
参
り
の
前
年
、
天
明
六
年
十
一
月
一
日
に
は
朔
旦
冬

至
旬
の
行
事
が
再
興
さ
れ
）
36
（

た
。
陰
暦
十
一
月
朔
日
が
冬
至
に
当
た
る
時
に
は

こ
れ
を
吉
日
と
し
て
、
公
卿
が
賀
表
を
捧
呈
し
祝
っ
た
。
こ
れ
は
十
五
世
紀

半
ば
か
ら
お
こ
な
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
朔
旦
冬
至
旬
の
儀
式
の
二
十
日
後
の
十
一
月
二
十
一
日
、
新
嘗
祭
が

お
こ
な
わ
れ
）
37
（

た
。
新
嘗
祭
は
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
桜
町
天
皇
の
時
代
に

再
興
さ
れ
、
桃
園
・
後
桜
町
・
後
桃
園
の
三
代
に
も
続
け
ら
れ
た
が
、
安
永

七
年
（
一
七
七
八
）
以
来
中
絶
し
て
い
た
。
し
か
し
天
明
六
年
に
十
年
振
り

の
挙
行
と
な
っ
た
。
た
だ
光
格
天
皇
は
こ
の
儀
式
に
出
御
し
て
い
な
い
。
大

嘗
祭
の
挙
行
前
に
天
皇
は
新
嘗
祭
に
出
御
し
な
い
と
い
う
先
例
に
な
ら
っ
た

も
の
だ
っ
た
。
新
嘗
祭
の
翌
日
に
は
恒
例
の
豊
明
節
会
が
開
催
さ
れ
た
が
、

こ
れ
に
は
光
格
天
皇
は
出
御
し
、
朔
旦
冬
至
旬
を
祝
う
恩
赦
が
命
じ
ら
れ

た
。

　

東
山
天
皇
の
皇
子
、
直
仁
親
王
は
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
新
し
く
興
さ

れ
た
閑
院
宮
に
入
り
、
直
仁
の
孫
・
師
仁
が
閑
院
宮
三
代
を
継
い
だ
。
こ
の

師
仁
（
践
祚
後
兼
仁
と
名
を
改
め
た
）
が
光
格
天
皇
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

今
後
検
討
す
べ
き
課
題
な
の
だ
が
、
東
山
天
皇
の
直
系
（
言
い
か
え
れ
ば
後

水
尾
天
皇
の
直
系
）
が
絶
え
た
後
、
傍
系
の
閑
院
宮
か
ら
天
皇
位
を
継
承
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
と
し
て
あ
る
べ
き
行
為
・
役
割
を
よ
り
鮮
明
に
果

た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
こ
と
が
朝
廷
儀
礼
の
歴
史
的
回
顧
、
復
古
に

つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
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天
明
七
年
四
月
二
十
八
日
の
国
郡
卜
定
か
ら
大
嘗
祭
の
準
備
行
事
が
始

ま
っ
た
。
九
月
十
八
日
に
は
悠
紀
国
・
近
江
国
滋
賀
郡
、
主
基
国
・
丹
波
国

氷
上
郡
へ
抜
穂
使
が
遣
わ
さ
れ
た
。
抜
穂
使
の
現
地
へ
の
派
遣
も
こ
の
と
き

再
興
さ
れ
た
。
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
の
行
事
を
経
て
、
十
一
月
二
十
七
日
大
嘗

祭
が
執
行
さ
れ
た
。
こ
の
七
か
月
に
わ
た
る
大
嘗
祭
の
行
事
の
間
に
、
御
所

へ
の
千
度
参
り
が
起
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
間
に
関
連
は
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

時
代
は
幕
末
ま
で
下
が
る
が
、
こ
の
点
を
考
え
る
上
で
参
考
と
な
る
史
料

が
あ
る
。
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
十
一
月
、
養
春
堂
の
千
馴
丹
波
と
い
う

人
物
が
十
九
日
に
お
こ
な
わ
れ
る
新
嘗
祭
に
つ
い
て
宣
伝
書
を
出
版
し
）
38
（

た
。

　
　

来
ル
十
九
日
者
御
恒
例
の
神（
新
）嘗
祭
ニ
候
、
扨
此
神（
新
）嘗
祭
之
義
ハ
御
存
之

通
禁
中
様
深
き
思
召
ニ
而
、
此
寒
ニ
而
も
御
ひ
と
い
不
被
遊
、
国
家
泰

平
五
穀
豊
穣
を
御
祈
被
遊
候
、
不
然
而
已
近
キ
比
ハ
異
国
の
者
共
あ
ま

た
入
込
ミ
、
日
に
ま
し
下
々
の
困
窮
を
す
る
を
も
聞
し
召
れ
、
殊
更
夷

人
退
治
の
事
迄
格
別
ニ
御
心
を
被
為
尽
て
の
御
祈
ニ
御
座
候
、
実
々
難

有
思
召
ニ
而
何
共
奉
恐
入
候
御
事
ニ
候
は
す
や
、
右
様
難
有
思
召
を
蒙

り
な
か
ら
、
此
侭
に
成
行
も
あ
ま
り
心
な
き
事
と
ふ
と
思
付
、
せ
め
て

ハ
御
冥
加
の
た
め
一
度
な
り
と
も
禁
中
様
へ
参
詣
を
催
し
御
礼
申
上
度

と
存
、
何
卒
〳
〵
御
同
意
被
下
候
方
々
ハ
、
御
申
合
御
連
御
参
詣
被
下

候
ハ
ヽ
、
大
ヰ
ニ
〳
〵
難
有
奉
存
候
、
呉
々
も
御
催
し
の
程
奉
願
候
、

以
上

　
　
　

尚
々
、
勿
論
質
素
と
し
て
た
ゝ
〳
〵
参
詣
而
已
を
立
と
し
て
、
十
六

日
ゟ
十
九
日
迄
四
日
之
間
、
申
の
時
か
き
り
に
仕
度
候
、
尤
御
神
事

中
の
事
故
、
重
服
の
御
方
或
ハ
僧
尼
の
方
ハ
御
憚
可
被
成
候

　

新
嘗
祭
は
国
家
泰
平
・
五
穀
豊
穣
の
た
め
の
祈
祷
で
あ
り
、
し
か
も
開
港

後
の
経
済
的
変
動
が
人
々
の
困
窮
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
孝
明
天
皇
が

聞
い
て
、
攘
夷
の
た
め
に
祈
祷
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
う

し
た
天
皇
の
祈
祷
に
感
謝
し
て
、
十
六
日
か
ら
十
九
日
ま
で
、「
一
度
な
り

と
も
禁
中
様
へ
参
詣
」
す
る
よ
う
に
促
し
た
の
だ
っ
）
39
（

た
。

　

天
皇
の
祈
祷
行
為
と
御
所
参
詣
の
行
動
が
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
天
明
七
年
の
御
所
千
度
参
り
の
背
景
に
も
天
皇
・
御

所
の
五
穀
豊
穣
の
祈
祷
者
・
祈
祷
場
と
し
て
の
位
置
が
関
係
し
て
い
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
藤
田
は
千
度
参
り
を
「
御
所
を
神
社
仏
閣
に
見
立

て
、
天
皇
を
神
仏
に
な
ぞ
ら
え
た
宗
教
的
な
行
動
で
あ
る
」
と
評
価
し
た
。

し
か
し
天
皇
を
神
仏
と
同
様
に
信
心
の
対
象
と
見
な
し
て
い
い
の
だ
ろ
う

か
。

（
２
）
朝
廷
の
飢
饉
へ
の
対
応

　

天
明
七
年
の
千
度
参
り
ヘ
の
朝
廷
の
対
応
に
つ
い
て
、
藤
田
は
油
小
路
隆

前
の
日
記
を
引
用
し
て
、
朝
廷
内
で
幕
府
の
施
米
に
よ
っ
て
困
窮
人
を
救
済

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
議
論
さ
れ
、
所
司
代
へ
の
申
し
入
れ
が
な
さ
れ
た

事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
所
司
代
は
こ
の
申
し
入
れ
を
江
戸
に
伝
達
し
、
幕

府
は
畿
内
で
の
米
不
足
を
解
消
す
る
た
め
京
都
・
大
坂
・
大
津
で
の
救
米
の

放
出
を
命
じ
た
。
こ
う
し
た
朝
廷
の
幕
府
へ
の
申
し
入
れ
に
よ
る
救
済
は
、
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天
皇
が
万
民
救
済
の
意
向
を
示
し
た
「
勅
書
」
の
流
布
と
い
う
形
で
世
上
に

伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
藤
田
は
指
摘
し
た
。

　

こ
の
天
明
飢
饉
で
の
朝
廷
の
幕
府
へ
の
申
し
入
れ
は
、
天
保
の
飢
饉
の
際

の
先
例
と
も
な
っ
た
。

　

天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
か
ら
不
作
が
続
き
、
深
刻
な
飢
饉
に
全
国
は
見

ま
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
以
降
朝
廷
の
飢
饉
対
策
に
つ
い
て
日
野
資
愛
の
日
記

（『
公
武
御
用
日
記
』）
を
も
と
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
日
野
は
光
格
天
皇
を

継
い
だ
仁
孝
天
皇
の
も
と
、
天
保
七
年
八
月
二
十
七
日
武
家
伝
奏
に
任
命
さ

れ
た
。
日
野
は
六
歳
か
ら
稚
児
と
し
て
光
格
上
皇
に
召
し
つ
か
わ
れ
、
武
家

伝
奏
に
な
る
前
に
は
院
伝
奏
の
職
に
あ
っ
）
40
（

た
。
武
家
伝
奏
に
就
任
し
た
直

後
、
日
野
の
も
と
へ
附
武
家
か
ら
禁
裏
御
料
の
不
作
の
報
が
入
っ
）
41
（

た
。
こ
の

年
は
夏
以
来
雨
が
ち
で
、
八
月
十
三
日
に
は
大
風
雨
に
襲
わ
れ
、
水
害
の
な

い
場
所
も
気
候
不
順
で
虫
が
付
き
、
あ
る
い
は
稲
枯
れ
も
現
れ
、
稲
の
成
熟

に
至
ら
な
か
っ
た
。
幕
府
は
役
人
を
禁
裏
御
料
の
村
々
に
派
遣
し
て
実
検
さ

せ
た
と
こ
ろ
、
不
作
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
し
て
、
所
司
代
松
平
伊

豆
守
か
ら
指
示
を
受
け
て
、
附
武
家
は
日
野
に
報
知
し
た
。

　

天
保
八
年
三
月
二
十
八
日
日
野
は
禁
裏
附
武
士
と
面
会
し
て
、
昨
年
来
の

凶
作
を
受
け
て
五
穀
豊
熟
の
た
め
の
七
社
奉
幣
を
お
こ
な
う
こ
と
に
つ
い
て

協
議
を
お
こ
な
っ
）
42
（

た
。
四
月
五
日
に
は
日
野
は
関
白
か
ら
「
昨
年
大
凶
作
春

来
時
令
不
順
ニ
付
、
年
熟
豊
饒
之
叡
願
」
を
伝
え
ら
れ
）
43
（

た
。
こ
の
指
示
を
受

け
て
日
野
は
翌
六
日
禁
裏
附
武
士
へ
こ
の
旨
を
申
入
れ
、
八
日
に
は
幣
帛
料

の
用
意
を
依
頼
し
）
44
（

た
。
そ
し
て
日
野
は
九
日
、「
世
上
困
窮
ニ
付
施
行
等
可

有
之
哉
、
任
天
明
七
年
例
所
司
代
可
示
談
」
と
の
関
白
鷹
司
政
通
の
命
令
を

受
け
、
所
司
代
へ
の
申
入
書
案
を
起
草
し
た
上
で
、
関
白
の
了
解
を
得
る
こ

と
に
な
っ
）
45
（

た
。
こ
の
施
行
の
要
請
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
を
た

ど
っ
た
の
か
、
日
野
の
日
記
に
記
述
は
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
。

　

し
か
し
五
穀
豊
穣
を
祈
る
神
社
祈
祷
に
つ
い
て
は
、
五
月
二
日
二
十
二
社

へ
の
祈
祷
を
命
ず
る
関
白
御
教
書
の
案
文
が
作
成
さ
れ
、
関
白
へ
上
申
さ

れ
）
46
（

た
。

　
　

近
来
違
作
去
秋
殊
不
熟
、
万
民
将
及
飢
餒
、
禳
此
凶
兆
、
迎
彼
豊
歳
、

偏
在
仰
神
明
之
冥
睠
、
因
茲
五
穀
豊
穣
海
内
静
謐
宝
祚
長
久
黎
民
娯
楽

之
御
祈
、
来
月
一
日
一
社
一
同
殊
抽
精
誠
可
凝
懇
念
事

　

六
月
一
日
の
こ
の
祈
祷
に
続
い
て
、
七
月
二
十
四
日
に
十
五
社
に
対
し
て

「
穣
穀
御
祈
」
が
執
行
さ
れ
）
47
（
た
。
こ
う
し
た
朝
廷
の
施
行
へ
の
意
向
、
神
社

祈
祷
が
な
さ
れ
た
天
保
八
年
と
い
う
年
は
、
二
月
に
大
坂
で
元
町
奉
行
所
与

力
大
塩
平
八
郎
が
反
乱
事
件
を
起
こ
し
て
い
た
。
そ
し
て
京
都
に
も
事
件
が

波
及
し
て
い
た
。
所
司
代
松
平
伊
豆
守
は
御
所
と
京
都
出
入
り
口
の
諸
門
の

守
衛
に
山
科
郷
士
を
動
員
す
る
こ
と
に
つ
い
て
朝
廷
に
申
し
入
れ
を
お
こ

な
っ
）
48
（

た
。
そ
の
後
四
月
四
日
に
な
っ
て
所
司
代
か
ら
大
塩
ら
の
自
殺
・
捕
縛

が
朝
廷
に
伝
え
ら
れ
）
49
（
た
。

　
　

大
坂
表
一
件
追
々
相
治
候
得
共
、
凶
作
ニ
付
米
価
跳
貴
、
世
上
人
気
々

立
不
穏
、
盗
賊
体
恠
敷
者
徘
徊
ニ
付
、
六
門
内
外
廻
等
惣
而
今
暫
可
為

先
日
以
来
之
通
、
松
平
伊
豆
守
申
聞
候
旨
届
之

　

こ
う
し
た
警
戒
態
勢
が
敷
か
れ
て
い
る
な
か
、「
穣
穀
御
祈
」
が
お
こ
な
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わ
れ
て
い
た
。
大
塩
平
八
郎
の
反
乱
事
件
を
背
景
に
し
て
、
朝
廷
の
天
明
七

年
を
先
例
と
し
た
幕
府
へ
の
施
行
の
要
請
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

四　

王
政
復
古
と
新
嘗
祭
・
祈
年
祭

（
１
）
会
沢
安
の
稲
作
儀
礼
論

　

近
世
に
お
い
て
東
山
天
皇
が
即
位
す
る
際
、
朝
廷
と
幕
府
は
費
用
の
拠
出

な
ど
に
つ
い
て
交
渉
し
た
結
果
、
幕
府
は
大
嘗
祭
の
再
興
を
認
め
、
貞
享
四

年
（
一
六
八
七
）
に
執
り
お
こ
な
わ
れ
た
。
新
嘗
祭
は
再
興
さ
れ
な
か
っ
た

が
、
翌
五
年
か
ら
吉
田
神
社
を
神
祇
官
代
と
し
て
新
嘗
御
祈
と
し
て
お
こ
な

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
嘗
祭
は
東
山
天
皇
を
嗣
い
だ
中
御
門
天
皇
の
時

に
は
中
断
さ
れ
た
が
、
そ
の
次
の
桜
町
天
皇
の
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
に

再
び
再
興
さ
れ
た
。
新
嘗
祭
も
元
文
五
年
か
ら
紫
宸
殿
を
神
嘉
殿
代
と
し

て
、
天
皇
が
み
ず
か
ら
儀
式
に
臨
ん
で
お
こ
な
わ
れ
）
50
（
た
。
さ
ら
に
光
格
天
皇

の
時
代
に
な
っ
て
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
新
造
さ
れ
た
内
裏
に
神
嘉
殿

が
再
建
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
年
十
一
月
二
十
二
日
に
復
古
的
な
新
嘗
祭
と
し

て
挙
行
さ
れ
た
の
で
あ
）
51
（

る
。
し
か
し
祈
年
祭
に
つ
い
て
は
再
興
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
て
近
世
中
期
に
な
っ
て
、
大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
が
継
続
的
に
お
こ
な

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
領
主
制
を
取
り
ま
く
内
外
の
危
機
的
状
況
の
な

か
で
、
稲
作
儀
礼
と
天
皇
と
の
関
係
に
思
想
的
な
意
義
付
け
を
与
え
た
の
が

水
戸
藩
の
会
沢
安
で
あ
っ
た
。
会
沢
は
『
新
論
』（
文
政
八
／
一
八
二
五
）

に
お
い
て
、
稲
作
に
関
す
る
天
皇
の
儀
礼
が
「
国
体
」
の
根
源
を
な
す
も
の

だ
と
詳
し
く
述
べ
て
い
）
52
（

る
。

　
　

夫
れ
嘗
と
は
、
始
め
て
新
穀
を
嘗
め
て
、
天
神
に
饗
す
る
な
り
、
天

祖
、
嘉
穀
の
種
を
得
て
、
以
為
ら
く
以
て
蒼
生
を
生
活
す
べ
し
と
、
す

な
は
ち
こ
れ
を
御
田
に
種
ゑ
た
ま
ふ
、
ま
た
口
に
繭
を
含
み
て
、
始
め

て
蚕
を
養
ふ
の
道
あ
り
、
こ
れ
を
万
民
衣
食
の
原
と
な
し
、
天
下
を
皇

孫
に
伝
ふ
る
に
及
ん
で
、
特
に
こ
れ
に
授
く
る
に
斎
庭
の
穂
を
以
て
し

た
ま
ふ
、
民
命
を
重
ん
じ
て
嘉
穀
を
貴
ぶ
所
以
の
も
の
、
ま
た
見
る
べ

き
な
り
、
故
に
大
嘗
の
祭
に
は
、
新
穀
を
烹
熟
し
て
、
以
て
こ
れ
を
殷

薦
す

　

天
照
大
神
は
稲
作
（
御
田
の
稲
）
と
養
蚕
（
機
殿
の
繭
）
に
よ
っ
て
人
民

の
衣
食
の
基
を
開
い
た
。
大
嘗
祭
は
天
皇
が
悠
紀
・
主
基
両
国
で
収
穫
さ
れ

た
新
穀
を
天
皇
み
ず
か
ら
神
に
供
え
、
神
に
薦
め
る
「
孝
敬
」
を
表
す
る
儀

式
で
あ
る
。
会
沢
は
『
新
論
』
の
な
か
で
米
穀
の
貴
重
さ
を
強
く
主
張
す

る
。
米
穀
は
天
祖
か
ら
与
え
ら
れ
た
、
人
民
の
生
命
を
維
持
す
る
貴
重
な
る

物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
糴
糶
の
権
」
す
な
わ
ち
米
価
売
買
の
権
は

商
人
に
掌
握
さ
れ
、
人
民
の
生
命
は
彼
ら
の
手
に
握
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
厳

し
く
批
判
す
る
。「
凶
荒
に
備
な
く
、
兵
行
に
糧
な
く
、
海
内
空
虚
に
し
て

怪
し
と
な
さ
ず
」
と
の
危
機
意
識
が
会
沢
に
は
あ
っ
）
53
（

た
。

　

会
沢
安
は
ま
た
『
草
偃
和
言
』
と
い
う
書
物
を
著
し
て
い
る
。
こ
れ
は
朝

廷
が
過
去
お
こ
な
っ
て
き
た
年
中
の
祭
祀
・
行
事
を
列
挙
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

意
義
を
解
説
し
た
書
で
あ
る
。
会
沢
が
こ
の
書
を
完
成
さ
せ
た
の
は
、
天
保
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五
年
（
一
八
三
四
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
草
偃
和
言
」
と
い
う
言
葉
は

『
論
語
』
の
「
君
子
の
徳
は
風
な
り
、
小
人
の
徳
は
草
な
り
、
草
に
風
を
加

ふ
る
と
き
は
必
ず
偃
す
」
と
い
う
文
言
か
ら
取
ら
れ
た
。
風
が
草
を
な
び
か

せ
る
よ
う
に
、
君
主
の
徳
に
人
民
は
伏
せ
る
意
味
で
あ
る
。
会
沢
は
朝
廷
の

儀
式
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
片
田
舎
の
人
民
に
も
君
主
の
徳
が

い
か
な
る
も
の
か
理
解
さ
せ
よ
う
と
試
み
）
54
（

た
。
し
か
も
こ
の
著
作
の
祈
年

祭
・
新
嘗
祭
論
は
王
政
復
古
以
後
の
国
家
祭
祀
の
体
系
化
、
大
正
期
の
皇
室

祭
祀
令
に
よ
る
両
祭
祀
の
法
的
規
定
に
至
る
ま
で
大
き
な
影
響
を
与
え
）
55
（

た
。

　

二
月
四
日
に
祈
年
祭
が
お
こ
な
わ
れ
）
56
（

る
。「
風
雨
・
水
旱
・
蝗
螟
な
ど
の

災
な
く
、
気
候
和
順
に
し
て
、
百
穀
成
熟
せ
ん
事
を
祈
り
給
ふ
祭
」
で
あ

る
。
神
祇
官
で
伊
勢
神
宮
以
下
各
国
神
社
三
一
三
二
座
の
神
を
祀
り
、
幣
帛

を
伊
勢
神
宮
・
官
幣
社
へ
頒
布
す
る
。
こ
の
祈
年
祭
の
目
的
は
五
穀
豊
穣
を

祈
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
会
沢
は
伊
勢
神
宮
へ
の
祝
詞
の
辞
別
に
注
目
し
、

そ
こ
に
は
「
日
神
の
照
臨
ま
し
ま
す
限
り
は
、
華
夏
・
蕃
貊
と
な
く
、
皇
化

に
向
は
し
め
ん
事
を
旨
と
し
て
祈
り
給
ひ
、
次
に
御
代
の
長
久
な
ら
ん
事
を

祈
り
給
ふ
」
内
容
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
天
照
大
神
か
ら
委
ね
ら
れ
た
天
皇

の
国
土
統
治
の
永
遠
性
を
祈
願
す
る
祭
祀
で
あ
り
、
天
孫
が
降
臨
す
る
際
天

照
大
神
が
与
え
た
嘉
穀
の
豊
熟
を
祈
念
す
る
こ
と
は
、
大
嘗
祭
（
新
嘗
祭
）

と
と
も
に
天
皇
統
治
の
歴
史
的
起
源
を
象
徴
す
る
祭
祀
で
あ
っ
た
。
会
沢
は

す
で
に
幣
帛
を
神
社
に
頒
布
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
現
在
で
は
あ
る
が
、

人
民
は
祈
年
祭
の
本
義
を
理
解
し
て
、
各
国
の
大
小
神
社
へ
参
詣
し
て
、
豊

熟
を
祈
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

　

し
か
も
会
沢
は
祈
年
祭
が
原
理
的
に
仏
教
と
は
相
容
れ
な
い
祭
祀
で
あ
る

点
を
強
調
し
た
。「
仏
と
云
事
は
、
日
神
の
好
せ
給
ざ
る
事
」
で
あ
っ
て
、

伊
勢
神
宮
で
は
仏
教
・
僧
侶
へ
の
忌
詞
が
あ
る
こ
と
が
そ
れ
を
示
し
て
い

る
。
祈
年
祭
に
際
し
て
は
前
日
よ
り
僧
尼
の
参
内
が
禁
止
さ
れ
る
。
そ
れ
は

「
年
穀
を
祈
ん
と
て
、
仏
を
念
じ
た
り
と
も
、
日
神
の
悦
ば
せ
給
ふ
べ
し
と

も
覚
え
ず
、
仏
は
寂
滅
の
道
な
れ
ば
、
百
穀
発
生
の
時
に
当
り
て
寂
滅
の
法

を
修
せ
ん
事
は
、
時
令
に
も
背
き
て
百
穀
の
発
生
に
益
な
き
事
な
る
べ
し
」

と
述
べ
て
、
祈
年
祭
か
ら
の
仏
教
の
排
除
に
つ
い
て
厳
し
い
言
葉
で
述

べ
）
57
（

る
。

　

祈
年
祭
と
い
う
祭
祀
は
五
穀
豊
穣
を
神
々
に
祈
る
と
い
う
儀
式
の
な
か

に
、
人
民
の
生
命
保
護
を
も
た
ら
し
た
天
祖
へ
の
感
謝
と
そ
れ
を
継
承
し
た

天
皇
の
国
土
統
治
の
正
統
性
、
日
本
の
君
主
と
し
て
の
天
皇
の
地
位
を
確
認

す
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
仏
教
と
相
容
れ
な
い
神
々
と
天
皇
の
世
界
を
明

瞭
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

会
沢
は
祈
年
祭
に
お
い
て
神
祇
官
が
生
島
神
（
国
土
経
営
の
神
）
を
祀
る

こ
と
に
も
言
及
す
る
。
遠
き
諸
国
・
諸
島
へ
も
天
皇
の
威
光
が
伸
張
し
、
世

界
全
体
に
及
ぶ
こ
と
を
祈
る
。
こ
の
書
が
書
か
れ
た
当
時
、
異
国
船
が
日
本

近
海
に
た
び
た
び
出
現
す
る
な
ど
、
そ
の
脅
威
が
及
ん
で
き
た
情
勢
の
も
と

で
、
祈
年
祭
は
天
照
大
神
・
天
皇
の
威
光
を
世
界
に
及
ぼ
す
こ
と
を
祈
る
祭

祀
と
し
て
意
義
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
十
一
月
の
中
卯
日
に
は
「
今
年
の
初
穂
を
神
に
奉
ら
せ
給
ふ
」
新

嘗
祭
、
翌
日
に
は
君
臣
が
初
穂
を
食
す
る
豊
明
節
会
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
天
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皇
即
位
後
の
大
嘗
祭
に
つ
い
て
、
国
郡
卜
定
・
卜
部
の
発
遣
か
ら
始
ま
っ

て
、
御
禊
、
散
斎
・
致
斎
、
大
嘗
宮
建
立
、
悠
紀
・
主
基
の
両
儀
式
、
節
会

に
至
る
儀
式
の
内
容
を
会
沢
は
詳
し
く
述
べ
る
。
ま
た
毎
年
恒
例
の
新
嘗
祭

に
つ
い
て
は
、「
万
民
の
為
に
天
神
に
報
祭
し
給
ふ
」
儀
式
で
あ
る
。
会
沢

は
こ
の
日
も
祈
年
祭
と
同
様
に
、
神
々
の
恩
に
報
い
る
た
め
に
神
社
に
参
詣

し
、
人
々
が
集
っ
て
新
穀
を
共
食
す
る
よ
う
に
促
し
た
の
で
あ
）
58
（

る
。

（
２
）
王
政
復
古
と
祈
年
祭
・
新
嘗
祭

　

会
沢
に
よ
る
朝
廷
儀
礼
論
と
は
別
に
、
京
都
朝
廷
で
も
近
世
に
は
再
興
さ

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
祈
年
祭
を
め
ぐ
る
議
論
が
出
は
じ
め
て
い
た
。
議

奏
・
武
家
伝
奏
を
歴
任
し
、
ペ
リ
ー
来
航
前
後
の
朝
幕
交
渉
の
中
心
に
い
た

三
条
実
万
は
歴
代
天
皇
へ
の
諡
号
付
与
、
神
祇
官
の
再
興
、
禁
裏
女
房
の
増

員
、
公
家
の
困
窮
救
済
と
風
儀
の
改
良
、
山
陵
の
調
査
と
修
復
な
ど
広
範
な

朝
廷
改
革
論
を
提
起
し
、
幕
府
と
の
交
渉
を
始
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
三
条

の
朝
廷
改
革
案
は
「
忠
成
公
手
録
書
類
写
」
に
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
諸
改
革
案
が
総
括
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、「
旧
政
告

新
」
と
題
し
た
十
八
ヵ
条
に
の
ぼ
る
長
文
の
意
見
書
草
稿
で
あ
）
59
（

る
。
そ
の
一

項
目
と
し
て
祈
年
祭
再
興
の
問
題
が
あ
る
。

　

近
世
朝
廷
儀
礼
の
い
く
つ
か
は
十
八
世
紀
に
入
っ
て
復
興
さ
れ
て
き
た
。

再
興
さ
れ
な
か
っ
た
朝
廷
儀
礼
の
う
ち
重
要
な
も
の
が
祈
年
祭
だ
っ
た
。
し

か
し
朝
廷
の
再
興
へ
の
意
思
が
朝
廷
に
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
朝
廷
で

は
毎
年
正
月
の
年
中
行
事
で
あ
る
神
宮
奏
事
始
の
儀
式
の
最
中
、
祈
年
祭
を

再
興
す
る
意
思
が
表
明
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
表
明
に
対
し
て
、
儀
式
の
な
か

で
は
形
式
的
に
「
可
仰
武
家
」
と
沙
汰
し
て
い
た
。
三
条
は
「
既
ニ
元
文
之

頃
可
被
興
行
御
沙
汰
之
趣
モ
有
之
候
得
共
、
未
被
遂
其
儀
毎
々
其
沙
汰
有
之

候
歟
」
と
、
元
文
の
大
嘗
祭
再
興
の
時
期
に
復
興
す
る
意
向
が
あ
っ
た
と
述

べ
て
い
る
。
三
条
は
祈
年
祭
を
「
年
穀
之
御
祈
、
人
命
之
本
」
で
あ
り
、
必

ず
執
行
さ
れ
る
べ
き
祭
祀
で
あ
る
と
す
る
。
と
く
に
外
交
的
危
機
が
切
迫
し

て
い
る
時
代
だ
か
ら
こ
そ
再
興
が
必
要
だ
と
述
べ
て
い
た
。
先
に
引
用
し
た

文
久
二
年
の
新
嘗
祭
の
宣
伝
書
で
も
、
新
嘗
祭
は
五
穀
豊
穣
を
祈
る
と
い
う

意
義
に
加
え
て
、
幕
末
に
は
開
港
に
よ
る
経
済
的
混
乱
が
も
た
ら
す
人
々
の

生
活
の
困
窮
を
救
済
す
る
た
め
の
意
味
が
付
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

王
政
復
古
が
実
現
し
た
後
、
新
政
府
は
天
皇
と
稲
作
と
の
関
係
を
顕
示
す

る
。
明
治
元
年
九
月
の
東
幸
途
上
、
明
治
天
皇
に
稲
刈
り
の
様
子
を
見
せ
る

行
事
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
東
海
道
石
部
宿
で
は
随
行
者
で
あ
っ
た
前
宇
和

島
藩
藩
主
の
伊
達
宗
城
は
稲
穂
五
茎
を
天
皇
へ
献
上
し
て
い
る
。
こ
の
五
茎

の
な
か
に
は
水
害
の
た
め
不
熟
と
な
っ
た
穂
も
含
ま
れ
て
い
た
。
伊
達
は

「
君
見
ま
せ
／
五
月
の
雨
の
／
ふ
り
す
き
て
／
か
り
穂
の
稲
の
／
よ
り
実
す

く
な
き
」
と
、
稲
穂
の
不
熟
へ
注
意
を
喚
起
す
る
和
歌
を
詠
ん
）
60
（

だ
。
ま
た
新

政
府
は
前
尾
張
藩
主
徳
川
慶
勝
に
対
し
て
あ
ら
か
じ
め
便
宜
の
地
で
収
穫
状

況
を
天
皇
が
視
察
す
る
意
向
を
示
し
、
用
意
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
九
月
二

十
七
日
熱
田
の
八
町
畷
で
明
治
天
皇
は
収
穫
の
様
子
を
見
た
。
そ
し
て
岩
倉

具
視
は
刈
り
取
ら
れ
た
稲
穂
を
天
皇
へ
献
上
し
）
61
（

た
。

　

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
十
一
月
十
五
日
、
維
新
政
府
は
十
一
月
十
八
日
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の
新
嘗
祭
を
前
に
し
て
、
祭
祀
の
意
義
を
は
じ
め
て
示
し
た
「
新
嘗
布
告

書
」
を
全
国
に
公
布
し
）
62
（

た
。
こ
の
年
の
新
嘗
祭
は
当
時
明
治
天
皇
が
東
京
に

滞
在
し
て
い
た
た
め
、
京
都
吉
田
神
社
を
神
祇
官
代
と
し
て
挙
行
さ
れ
た
儀

式
を
遙
拝
す
る
と
い
う
形
式
で
執
り
お
こ
な
わ
れ
た
。
天
照
大
神
が
高
天
原

の
狭
田
・
長
田
に
植
え
た
稲
（
斎
庭
の
穂
）
は
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
が
降
臨
す

る
時
に
携
え
た
と
い
う
由
来
に
基
づ
い
て
、
天
皇
が
新
穀
を
天
神
地
祇
に
供

す
る
祭
祀
と
し
て
三
千
年
来
執
行
さ
れ
て
き
た
祭
祀
だ
と
、
こ
の
布
告
書
は

新
嘗
祭
を
位
置
づ
け
て
い
た
。
天
皇
の
厳
重
な
潔
斎
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ

る
親
祭
で
あ
り
、
公
卿
諸
侯
以
下
庶
民
に
至
る
ま
で
五
穀
豊
穣
・
天
下
泰
平

を
神
祇
に
祈
念
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
。

　

天
皇
の
東
京
居
住
が
確
実
と
な
っ
た
明
治
三
年
に
は
、
新
嘗
祭
は
神
祇
官

に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
、
明
治
五
年
に
は
神
祇
官
が
廃
止
さ
れ
て
い
た
た

め
、
皇
居
内
に
神
嘉
殿
代
を
設
営
し
て
挙
行
さ
れ
、
伊
勢
神
宮
・
官
国
幣
社

へ
幣
帛
が
供
進
さ
れ
た
。
そ
の
後
皇
居
内
に
神
嘉
殿
が
再
建
さ
れ
た
た
め
、

そ
こ
が
祭
場
と
な
っ
）
63
（

た
。

　

維
新
政
府
は
明
治
三
年
に
京
都
で
大
嘗
祭
を
執
行
す
る
こ
と
を
前
年
秋
に

京
都
府
民
に
告
知
し
た
。
し
か
し
諸
国
凶
作
・
国
用
多
端
を
理
由
と
し
て
、

当
時
東
京
に
滞
在
し
て
い
た
明
治
天
皇
の
京
都
還
幸
が
延
期
さ
れ
、
明
治
四

年
三
月
二
十
五
日
に
な
っ
て
秋
に
東
京
で
実
施
す
る
こ
と
を
布
告
し
た
。
神

祇
官
は
こ
の
月
大
嘗
祭
の
起
源
と
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
「
大
嘗
会
旨
要
」

を
発
表
し
）
64
（

た
。「
穀
ハ
天
祖
ノ
授
与
シ
給
フ
所
、
生
霊
億
兆
ノ
命
ヲ
保
ツ

所
」
で
あ
り
、
人
民
は
天
皇
の
祭
祀
の
趣
旨
を
奉
戴
し
て
、
当
日
に
は
休
業

し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
産
土
神
に
参
拝
す
る
こ
と
を
奨
励
し
た
。

　

明
治
二
年
一
月
（
日
欠
）
神
祇
官
は
王
政
復
古
に
と
も
な
う
朝
廷
祭
祀
の

充
実
の
た
め
に
祈
年
祭
の
復
興
、
伊
勢
神
宮
へ
の
奉
幣
使
派
遣
を
行
政
官
に

要
望
し
）
65
（

た
。
神
祇
官
は
こ
の
祈
年
祭
を
全
国
的
な
祭
祀
と
し
て
執
行
す
る
意

図
が
あ
り
、
古
代
の
国
司
に
倣
っ
て
府
藩
県
が
豊
穣
を
祈
願
す
る
形
式
を
取

る
こ
と
を
念
願
し
た
。
さ
ら
に
翌
二
月
（
日
欠
）
神
祇
官
は
ふ
た
た
び
祈
年

祭
の
再
興
を
行
政
官
に
求
め
）
66
（

た
。

　
　

中
世
以
来
諸
祭
奠
廃
絶
仕
候
ヨ
リ
異
端
競
起
リ
、
下
民
神
祇
之
尊
重
ナ

ル
ヲ
オ
モ
ワ
ス
、
妖
邪
ニ
惑
ヘ
可
惜
銭
財
ヲ
姦
僧
修
験
之
為
ニ
貪
ラ
レ

候
様
相
成
申
候
、
抑
新
嘗
祭
之
儀
ハ
祈
年
之
功
ニ
豊
熟
之
稲
穀
ヲ
以
諸

神
ヲ
饗
セ
ラ
レ
候
御
祭
ニ
候
得
ハ
、
新
嘗
ノ
ミ
ニ
テ
祈
年
無
之
候
而

ハ
、
徒
ニ
御
報
賽
之
奠
ノ
ミ
ニ
而
事
欠
候
儀
ニ
被
存
候
、
且
祭
祀
御
再

興
之
典
急
ニ
不
被
為
起
候
而
ハ
、
祭
政
一
致
ト
被
仰
出
候
聖
旨
貫
徹
仕

兼
候
姿
ニ
而
甚
恐
入
候
間
、
旁
祈
年
祭
ハ
当
年
ヨ
リ
御
再
興
被
為
在
、

猶
京
師
神
祇
官
執
行
被
仰
付
、
官
幣
ニ
預
候
神
社
之
斑（
班
）幣

ハ
本
官
ニ
而

相
勤
、
古
来
国
幣
之
分
ハ
所
在
之
府
藩
県
ヨ
リ
幣
帛
ヲ
奉
候
様
仕
候

ハ
ヽ
、
左
ノ
ミ
御
手
重
之
儀
ニ
ハ
有
之
間
敷
、
然
而
右
御
祭
之
有
場
モ

新
嘗
祭
之
時
ノ
如
ク
概
略
之
主
ヲ
書
綴
リ
板
刻
致
シ
、
普
ク
民
間
ニ
施

行
仕
候
ハ
ヽ
（
中
略
）
下
民
一
同
天
皇
之
農
事
ヲ
重
セ
サ
セ
給
フ
御
事

ヲ
モ
相
弁
ヘ
、
民
ニ
父
母
タ
ル
ノ
御
実
行
ニ
モ
相
当
リ
可
然
儀
ト
存
候

間
、
早
々
京
都
表
ヘ
被
為
仰
出
、
御
施
行
相
成
候
様
御
所
置
有
之
度
存

候
也
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天
皇
制
と
稲
作
儀
礼（
羽
賀
）

　

神
祇
官
は
新
嘗
祭
が
あ
っ
て
祈
年
祭
が
な
い
の
は
欠
典
だ
と
主
張
し
た
。

二
月
二
十
日
行
政
官
は
祈
年
祭
の
再
興
を
布
達
し
た
。
し
か
し
神
祇
官
が
要

求
し
た
府
藩
県
か
ら
国
幣
社
等
へ
の
奉
幣
は
認
め
ず
、
伊
勢
神
宮
へ
の
班
幣

使
を
許
可
し
た
の
み
で
あ
っ
た
。
い
ま
だ
旧
幕
府
軍
は
蝦
夷
地
に
根
拠
を
置

い
て
新
政
府
軍
の
勝
利
は
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
祈
年
祭
の
全
国
的
な
規
模
で

の
執
行
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
二
月
二
十

八
日
吉
田
神
社
斎
場
所
を
神
祇
官
代
と
し
て
祈
年
祭
が
執
行
さ
れ
た
。
奉
幣

使
が
神
祇
官
代
へ
発
遣
さ
れ
、
明
治
天
皇
は
紫
宸
殿
に
出
御
し
て
遙
拝
を
し

た
。
そ
し
て
明
治
三
年
に
は
東
京
の
神
祇
官
神
殿
で
祈
年
祭
が
お
こ
な
わ
れ

よ
う
に
な
っ
た
。
神
祇
官
廃
止
後
は
皇
居
内
で
の
祭
祀
と
な
っ
）
67
（

た
。

（
３
）
稲
作
儀
礼
と
臣
民

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
維
新
政
府
は
「
新
嘗
布
告
書
」
で
新
嘗
祭
の
当

日
、
全
国
の
神
社
に
お
い
て
も
五
穀
豊
穣
を
神
祇
に
祈
る
べ
き
こ
と
を
命
じ

た
。
こ
の
後
新
嘗
祭
に
お
け
る
天
皇
と
国
民
と
の
関
係
は
、
国
民
が
宮
中
へ

供
御
の
新
穀
を
献
上
す
る
形
を
取
っ
て
い
く
。

　

一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
十
二
月
右
大
臣
岩
倉
具
視
は
地
方
官
会
議
の

席
上
演
説
し
、
米
穀
が
天
照
大
神
か
ら
の
賜
り
物
で
あ
る
こ
と
に
感
謝
す
る

た
め
に
、
新
嘗
祭
に
各
地
方
有
志
農
民
か
ら
新
穀
を
献
納
さ
せ
る
よ
う
に
地

方
官
に
促
し
）
68
（

た
。
生
活
の
維
持
と
い
う
根
本
的
な
目
標
の
も
と
で
、
天
皇
と

国
民
と
の
間
に
新
し
い
紐
帯
を
設
け
よ
う
と
し
た
。
稲
作
に
関
す
る
も
っ
と

も
重
要
な
天
皇
祭
祀
に
国
民
的
基
盤
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
岩
倉
が
こ
の
直
後
に
死
去
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
地
方
農
民
か
ら

の
新
穀
献
納
が
実
際
に
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
新
嘗
祭
の
新
穀
は
明

治
三
年
ま
で
は
山
城
国
山
科
郷
の
禁
裏
御
料
か
ら
献
上
さ
れ
、
そ
の
後
大
蔵

省
や
東
京
府
か
ら
の
献
上
に
変
わ
り
、
一
八
八
一
年
か
ら
は
新
宿
植
物
御
苑

で
収
穫
さ
れ
る
米
粟
が
使
わ
れ
て
き
）
69
（

た
。

　

一
八
九
二
年
四
月
十
六
日
に
な
っ
て
、
富
田
東
京
府
知
事
は
じ
め
各
府
県

知
事
か
ら
新
穀
献
納
の
請
願
が
宮
内
省
に
対
し
て
な
さ
れ
、
こ
れ
が
許
可
さ

れ
た
。
一
八
九
二
年
の
地
方
か
ら
の
献
納
は
十
月
六
日
の
沖
縄
県
か
ら
始
ま

り
、
十
一
月
十
二
日
の
鳥
取
県
ま
で
各
府
県
か
ら
お
こ
な
わ
れ
、
こ
れ
は
政

府
広
報
誌
で
あ
る
『
官
報
』
で
報
じ
ら
れ
）
70
（

た
。
翌
年
か
ら
各
府
県
有
志
農
民

か
ら
精
米
一
升
宛
、
精
粟
五
合
宛
を
献
納
さ
せ
、
新
宿
植
物
御
苑
で
収
穫
さ

れ
た
米
粟
に
合
わ
せ
て
供
御
と
す
る
こ
と
に
な
っ
）
71
（
た
。

　

各
府
県
か
ら
の
米
穀
献
納
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
記
録
が
編
ま
れ
て
い

る
。
一
八
九
七
年
兵
庫
県
神
崎
郡
か
ら
の
献
納
の
例
を
見
て
み
よ
）
72
（
う
。
一
八

九
二
年
四
月
二
十
二
日
宮
内
省
は
各
府
県
有
志
農
民
か
ら
の
献
納
を
認
め
た

旨
を
兵
庫
県
に
伝
達
し
た
。
兵
庫
県
は
六
月
二
日
付
け
で
各
郡
市
長
に
対
し

て
、
有
志
農
民
か
ら
の
献
納
が
許
可
さ
れ
た
旨
を
通
知
し
た
。
こ
の
年
は
明

石
・
加
東
両
郡
か
ら
献
納
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
一
八
九
三
年
四
月
七

日
兵
庫
県
は
「
新
穀
献
納
者
撰
定
内
規
」
を
通
知
し
、
献
納
の
郡
市
は
抽
選

で
毎
年
選
定
し
、
該
当
す
る
郡
市
長
が
献
納
者
を
特
定
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
し
て
「
新
穀
献
納
者
心
得
」
で
、
①
新
穀
は
清
浄
で
豊
熟
す
る
初
穂

で
あ
る
こ
と
、
②
種
子
の
選
択
、
苗
代
、
田
地
に
注
意
す
る
こ
と
、
③
耕
具
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名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集（
史
学
）

は
新
製
品
を
使
用
す
る
こ
と
、
④
田
地
に
は
「
新
嘗
祭
供
御
新
穀
栽
培
地
」

と
記
し
た
標
木
を
立
て
る
こ
と
、
⑤
肥
料
は
乾
鰯
・
搾
粕
・
糠
灰
を
使
用
す

る
こ
と
、
⑥
数
量
は
精
米
一
升
・
精
粟
五
合
と
す
る
こ
と
、
⑦
精
米
・
精
粟

は
よ
く
乾
燥
さ
せ
て
清
浄
な
俵
に
入
れ
、
外
箱
は
檜
で
製
造
す
る
こ
と
、
⑧

献
納
品
荷
造
・
運
送
費
用
は
自
弁
と
す
る
こ
と
、
⑨
献
納
品
は
十
月
二
十
五

日
ま
で
に
県
庁
に
提
出
す
る
こ
と
、
と
い
う
諸
点
を
通
達
し
た
。
四
月
八
日

に
は
一
八
九
三
年
以
降
の
献
納
の
郡
市
の
順
序
を
決
定
し
、
神
崎
郡
は
一
八

九
七
年
の
献
納
と
決
ま
っ
た
。

　

一
八
九
七
年
三
月
二
十
四
日
、
神
崎
郡
田
原
村
の
三
木
拙
二
が
兵
庫
県
に

新
穀
献
納
を
志
願
し
、
神
崎
郡
長
も
三
木
が
模
範
的
人
格
で
あ
る
こ
と
を
保

証
し
て
許
可
す
る
よ
う
に
要
望
し
た
。
四
月
二
日
兵
庫
県
は
三
木
の
願
を
受

け
入
れ
、
三
木
は
苗
代
・
栽
培
田
・
農
具
の
準
備
を
進
め
た
。
三
木
は
六
月

十
七
日
、
注
連
を
張
っ
た
栽
培
田
に
三
品
種
の
植
え
付
け
を
お
こ
な
い
、
神

崎
郡
農
事
試
験
場
の
協
力
を
得
つ
つ
栽
培
を
お
こ
な
い
、
十
月
二
日
に
稲
刈

り
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
献
納
米
の
清
浄
さ
を
確
保
す
る
た
め
に
、
三
木
は
栽
培

田
が
穢
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
牛
馬
を
使
用
せ
ず
、
ま
た
精
米
し
た
米

を
一
粒
ず
つ
新
し
い
箸
で
選
別
し
て
献
納
米
を
用
意
す
る
な
ど
神
経
を
使
っ

て
献
納
米
を
用
意
し
た
。
そ
し
て
献
納
米
の
清
祓
と
祝
祭
を
兼
ね
て
十
月
二

十
日
に
祭
祀
を
お
こ
な
い
、
二
十
二
日
に
兵
庫
県
に
献
納
米
を
提
出
し
た
。

こ
う
し
た
三
木
と
同
様
な
稲
作
と
献
納
米
の
調
製
が
毎
年
全
国
の
府
県
で
お

こ
な
わ
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
て
祈
年
祭
と
新
嘗
祭
に
よ
っ
て
天
皇
祭
祀
と
国
民
の
紐
帯
は
毎
年

確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
国
学
者
小
中
村
清
矩
の
「
新
嘗
祭
」
と
い
う

歌
は
文
部
省
唱
歌
に
選
定
さ
れ
て
い
）
73
（

る
。

　
　

民
や
す
か
れ
と
／
二
月
の
／
祈
年
祭
／
験
あ
り

　
　

千
町
の
小
田
に
／
う
ち
靡
く
／
垂
穂
の
稲
の
／
美
稲

　
　

御
饌
に
つ
く
り
て
／
た
て
ま
つ
る
／
新
嘗
祭
／
尊
し
や

（
４
）
皇
室
祭
祀
令

　

日
露
戦
争
後
の
神
社
政
策
に
は
大
き
な
変
化
が
二
つ
あ
っ
た
。
皇
室
祭
祀

令
の
公
布
と
府
県
社
以
下
へ
の
幣
帛
供
進
で
あ
る
。
皇
室
祭
祀
令
は
一
九
〇

八
（
明
治
四
十
一
）
年
九
月
十
八
日
皇
室
令
第
一
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。

こ
の
法
令
は
皇
室
祭
祀
に
関
す
る
初
め
て
の
詳
細
な
規
定
で
あ
っ
た
。
天
皇

が
皇
族
・
官
僚
を
率
い
て
親
祭
す
る
大
祭
と
し
て
、
元
始
祭
（
一
月
三
日
）・

紀
元
節
祭
（
二
月
十
一
日
）・
春
季
皇
霊
祭
（
春
分
の
日
）・
春
季
神
殿
祭

（
春
分
の
日
）・
神
武
天
皇
祭
（
四
月
三
日
）・
秋
季
皇
霊
祭
（
秋
分
の
日
）・

秋
季
神
殿
祭
（
秋
分
の
日
）・
神
嘗
祭
（
十
月
十
七
日
）・
新
嘗
祭
（
十
一
月

二
十
三
〜
二
十
四
日
）
な
ど
を
規
定
し
、
歳
旦
祭
（
一
月
一
日
）・
祈
年
祭

（
二
月
十
七
日
）・
賢
所
御
神
楽
（
十
二
月
中
旬
）・
天
長
節
祭
な
ど
を
小
祭

と
規
定
し
た
。

　

一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
十
一
月
二
十
二
日
、
祈
年
祭
・
新
嘗
祭
に
際
し

て
、
府
県
社
以
下
の
神
社
に
対
し
て
も
幣
帛
供
進
の
儀
を
執
行
す
る
こ
と
に

な
っ
た
（
内
務
省
令
第
十
五
）
74
（

号
）。
明
治
初
年
に
は
両
大
祭
に
際
し
て
官
国

幣
社
へ
の
幣
帛
供
進
は
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
府
県
社
以
下
に
も
拡
大
さ
れ
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た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
翌
一
九
一
四
年
一
月
二
十
六
日
の
官
国
幣
社
以
下
神

社
祭
祀
令
に
よ
っ
て
祭
祀
の
儀
式
次
第
が
定
め
ら
れ
、
三
月
二
十
七
日
内
務

省
は
「
官
国
幣
社
以
下
神
社
祭
式
」
と
「
官
国
幣
社
以
下
神
社
神
職
斎
戒
ニ

関
ス
ル
件
」
を
発
令
し
た
（
内
務
省
令
第
四
号
・
第
五
号
）。
こ
れ
は
一
八

七
五
年
四
月
十
三
日
に
式
部
寮
が
達
し
た
「
神
社
祭
式
」
を
変
更
す
る
も
の

だ
っ
た
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
府
県
郡
市
町
村
の
官
吏
が
幣
帛
供
進
使
と
し
て
祭
祀
に
参

列
し
、
祝
詞
を
読
み
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
神
社
は
国
家
の
宗
祀
、
祭
政

一
致
の
王
政
復
古
の
政
治
宗
教
理
念
が
実
現
し
た
も
の
だ
と
し
て
、
当
時
の

神
社
関
係
者
に
歓
迎
さ
れ
た
法
令
で
あ
り
、
両
祭
の
趣
旨
を
国
民
の
広
く
宣

伝
す
る
方
策
が
検
討
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
氏
子
崇
敬
者
・
小

学
校
生
徒
の
神
社
参
拝
、
祭
祀
の
趣
意
の
講
話
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
、
国
民

教
育
の
一
環
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
祈
年
祭
に
お
い
て

米
粟
の
授
種
式
を
お
こ
な
っ
て
、
そ
れ
で
栽
培
・
収
穫
し
た
稲
穂
を
新
嘗
祭

に
備
え
る
こ
と
も
提
案
さ
れ
）
75
（

た
。

む
す
び
に

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
乗
寺
良
一
は
昭
和
天
皇
が
上
杉
治
憲
の
事
績

に
触
発
さ
れ
て
、
宮
中
で
の
田
植
え
を
始
め
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
具
体
的

に
は
昭
和
天
皇
は
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
六
月
十
八
日
、
赤
坂
離
宮
内
に

新
設
し
た
水
田
に
「
愛
国
」、「
神
力
」、「
亀
の
尾
」、「
雄
町
」
と
い
う
銘
柄

の
苗
を
手
植
え
し
た
。
田
植
え
の
後
も
天
皇
み
ず
か
ら
生
育
状
況
を
見
回

り
、
稲
刈
り
も
お
こ
な
っ
た
。
そ
し
て
翌
一
九
二
九
年
に
は
宮
城
内
に
田
植

え
を
す
る
た
め
に
宮
内
省
内
匠
寮
で
準
備
し
た
と
い
）
76
（

う
。

　

し
か
し
こ
れ
以
前
か
ら
天
皇
み
ず
か
ら
田
植
え
を
し
て
い
た
と
い
う
話
も

あ
る
。
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
坂
本
箕
山
の
『
九
重

の
大
奥　

皇
室
御
逸
事
』
に
は
、
明
治
天
皇
は
東
京
遷
都
後
浜
離
宮
に
設
け

た
水
田
で
京
都
大
原
の
農
民
の
手
を
借
り
て
田
植
え
を
お
こ
な
っ
た
と

あ
）
77
（

る
。
だ
が
坂
本
は
近
世
の
京
都
御
所
に
も
水
田
が
あ
り
、
大
原
の
農
民
を

召
し
て
田
植
え
を
さ
せ
た
と
も
書
い
て
お
り
、
こ
れ
は
仙
洞
御
所
で
の
稲
作

儀
礼
を
誤
解
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
浜
離
宮
で
の
田
植
え
が
実
際
に

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
坂
本
の
著
書
以
後
に
も
近
代
天
皇

と
田
植
え
に
つ
い
て
言
及
し
た
書
物
は
あ
る
。
小
川
鶴
川
の
『
御
聖
徳
』
も

「
宮
中
の
御
田
植
」
と
い
う
項
目
を
立
て
、
坂
本
と
同
じ
話
を
書
い
て

い
）
78
（
る
。
こ
の
点
は
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

　

会
沢
安
の
『
新
論
』
に
も
あ
っ
た
が
、
衣
食
の
根
源
は
天
照
大
神
の
「
御

田
の
稲
」
と
「
機
殿
の
繭
」
と
に
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
上
杉
治
憲
の
「
藉

田
解
」
の
な
か
に
も
、
前
漢
の
景
帝
の
「
朕
親
耕
后
親
桑
為
天
下
先
」
と
い

う
詔
を
引
用
し
て
い
た
。
天
子
と
皇
后
と
が
稲
作
と
養
蚕
を
分
業
的
に
取
り

組
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
興
味
深
い
こ
と
に
、『
明
治
天
皇
紀
』
に

は
美
子
皇
后
が
一
八
八
四
年
と
翌
八
五
年
の
六
月
十
八
日
に
禁
苑
（
一
八
七

三
年
五
月
皇
居
は
炎
上
し
た
た
め
、
仮
皇
居
は
赤
坂
離
宮
に
置
か
れ
て
い

た
）
に
お
い
て
田
植
え
の
行
事
を
見
て
、
農
夫
に
菓
子
を
下
付
し
た
と
の
記
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史
学
）

事
が
あ
）
79
（
る
。
皇
后
の
田
植
え
御
覧
が
い
つ
か
ら
始
ま
り
、
こ
の
後
も
続
い
た

の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
『
明
治
天
皇
紀
』
に
は
こ
の
両
年
の
刈

り
入
れ
の
記
事
は
な
い
。
こ
の
皇
后
の
農
業
行
事
は
な
ぜ
お
こ
な
わ
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。
皇
后
の
稲
作
・
養
蚕
と
の
関
わ
）
80
（

り
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多

い
が
、
今
後
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

註（
1
） 『
大
日
本
維
新
史
料
稿
本
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
）
慶
応
三
年
八
月
二
十
六

日
条
。

（
2
） 

同
右
史
料
、
明
治
二
年
一
月
二
十
二
日
条
。

（
3
） 『
明
治
天
皇
紀
』
明
治
四
年
五
月
九
日
条
。

（
4
） 

一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
三
月
二
十
日
大
宮
御
所
を
京
都
府
の
管
轄
と
す
る
達
が
出

さ
れ
た
（『
太
政
類
典
』
第
二
編
、
第
五
十
五
巻
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。
赤
坂
離

宮
は
も
と
和
歌
山
藩
の
別
邸
で
、
明
治
五
年
三
月
徳
川
家
か
ら
天
皇
家
へ
献
上
さ
れ

た
。
夙
子
皇
太
后
が
京
都
か
ら
こ
こ
に
居
を
移
し
、
一
八
七
三
年
五
月
に
皇
居
が
焼

失
し
た
た
め
、
一
八
八
九
年
一
月
ま
で
仮
皇
居
も
置
か
れ
た
（
上
野
竹
次
郎
『
鳳

闕
』
奉
效
会
、
一
九
二
四
年
、
四
三
頁
）。

（
5
） 『
京
都
市
学
区
大
観
』（
京
都
市
学
区
調
査
会
、
一
九
三
七
年
）
三
二
九

－

三
三
〇

頁
、『
京
都
坊
目
誌
』
首
巻
（
新
修
京
都
叢
書
第
十
九
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
九
三

年
）
一
〇
六

－
一
一
〇
頁
、『
京
都
離
宮
要
誌
』（
古
建
築
及
庭
園
研
究
会
、
一
九
二

九
年
）
一

－

五
頁
、
前
掲
『
鳳
闕
』
三
八
頁
。

（
6
） 

前
掲
『
京
都
離
宮
要
誌
』
四
頁
。

（
7
） 

大
乗
寺
良
一
『
鷹
山
公
の
籍
田
』
別
格
官
幣
社
上
杉
神
社
、
一
九
四
一
年
、
二
頁
。

（
8
） 

前
掲
『
京
都
坊
目
誌
』
首
巻
、
一
〇
六

－

一
〇
八
頁
。

（
9
） 

同
右
書
一
〇
八
頁
、『
カ
ラ
ー
宮
廷
の
庭
』
淡
交
社
、
一
九
七
七
年
、
二
〇
六

－

二

一
二
頁
。

（
10
） 「
柳
原
紀
光
日
記
」『
後
桜
町
天
皇
実
録
』
第
二
巻
（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）

明
和
八
年
五
月
三
日
条
。

（
11
） 「
定
晴
卿
記
」『
後
桜
町
天
皇
実
録
』
第
二
巻
、
明
和
八
年
九
月
二
十
四
日
条
。

（
12
） 「
洞
中
執
次
詰
所
日
記
」『
後
桜
町
天
皇
実
録
』
第
三
巻
（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
六

年
）
寛
政
元
年
六
月
十
六
日
条
、
寛
政
三
年
五
月
二
十
七
日
条
。

（
13
） 『
京
都
坊
目
誌
』
に
よ
れ
ば
、
悠
然
台
か
ら
上
皇
は
祇
園
祭
の
山
鉾
巡
行
を
見
た
と

い
う
（
一
〇
八
頁
）。

（
14
） 「
禁
裏
執
次
詰
所
日
記
」『
後
桜
町
天
皇
実
録
』
第
三
巻
、
寛
政
元
年
六
月
十
六
日
条
。

（
15
） 「
洞
中
執
次
詰
所
日
記
」『
後
桜
町
天
皇
実
録
』
第
三
巻
、
寛
政
三
年
五
月
二
十
七
日

条
。

（
16
） 「
柳
原
紀
光
日
記
」『
後
桜
町
天
皇
実
録
』
第
二
巻
、
安
永
八
年
十
一
月
九
日
条
。

（
17
） 『
光
格
天
皇
実
録
』
第
一
〜
五
巻
（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
に
よ
る
。

（
18
） 

報
徳
講
演
会
編
『
先
哲
墨
宝
』
甲
、
芸
艸
堂
、
一
九
〇
八
年
、
一
一
八
頁
。

（
19
） 『
先
哲
墨
宝
』
乙
、
一
一
〇
頁
。

（
20
） 

村
岡
正
は
仙
洞
御
所
の
稲
田
に
つ
い
て
、
修
学
院
離
宮
の
上
下
茶
屋
の
間
に
広
が
る

水
田
の
風
景
、
桂
離
宮
の
笑
意
軒
か
ら
離
宮
外
の
田
園
の
耕
作
が
眺
め
ら
れ
た
こ
と

と
共
通
し
た
庭
景
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（「
庭
園
解
説
」『
京
都
御
所　

仙
洞
御
所
』

世
界
文
化
社
、
一
九
七
五
年
、
二
四
一
頁
）。
ま
た
大
和
智
も
桂
離
宮
を
論
じ
た
な

か
で
同
様
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
大
和
は
近
世
の
公
家
屋
敷
に
は
「
物
見
」
あ
る

い
は
「
格
子
」
と
呼
ば
れ
た
施
設
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
敷
地
の
境
界
に
接
し
て
建
て

ら
れ
、
周
囲
の
風
景
や
庶
民
生
活
を
見
物
し
て
い
た
点
も
指
摘
す
る
。
鴨
川
沿
い
に

あ
っ
た
明
正
院
の
下
屋
敷
（
河
原
御
所
）
に
も
同
様
の
施
設
が
あ
り
、
東
山
連
峰
や

郭
内
に
作
っ
た
田
地
で
の
農
作
業
を
風
景
の
一
部
と
し
て
楽
し
ん
で
い
た
と
い
う

（「
日
本
建
築
の
精
髄
│
桂
離
宮
」
十
文
字
美
信
他
『
桂
離
宮
』
日
本
名
建
築
写
真
選

集
第
十
九
巻
、
新
潮
社
、
一
九
九
四
年
、
一
一
四

－

一
一
五
頁
）。
修
学
院
離
宮
と

桂
離
宮
の
借
景
地
と
し
て
の
農
地
は
一
八
八
三
年
宮
内
省
に
買
収
さ
れ
た
が
、
戦
後

の
農
地
改
革
で
農
地
解
放
さ
れ
た
。
し
か
し
一
九
六
四
年
に
な
っ
て
景
観
保
持
の
た

め
政
府
が
再
買
収
し
た
と
い
う
（
石
川
忠
「
桂
離
宮
と
修
学
院
離
宮
の
借
景
地
再
買
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収
」『
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
』
第
十
一
巻
第
一
号
、
一
九
七
五
年
）。

（
21
） 『
先
哲
墨
宝
』
乙
、
一
一
〇
頁
。

（
22
） 
一
八
八
二
年
五
月
旧
米
沢
藩
士
族
堀
尾
重
興
ら
が
政
府
に
提
出
し
た
「
県
社
上
杉
神

社
祭
神
上
杉
謙
信
上
杉
鷹
山
御
昇
階
之
内
願
」（『
雑
種
公
文
書
』
国
立
公
文
書
館
所

蔵
）
か
ら
治
憲
の
事
績
を
紹
介
し
て
き
た
い
。

 

　
（
前
略
）
鷹
山
徳
川
太
平
ノ
世
ニ
生
レ
、
幼
ニ
シ
テ
学
ヲ
好
ミ
、
父
母
ニ
事
ル

至
孝
、
士
民
ヲ
牧
ス
ル
至
仁
、
其
封
ヲ
嗣
ク
ヤ
、
大
藩
ヨ
リ
連
々
小
藩
ト
ナ
リ
タ

ル
モ
、
大
藩
ノ
余
風
猶
存
シ
、
藩
庫
空
乏
、
士
民
困
窮
、
殆
ン
ト
藩
ヲ
立
ツ
能
ハ

サ
ル
ノ
勢
ヒ
ニ
迫
ル
、
鷹
山
以
為
ク
、
諸
侯
ハ
皇
室
ノ
土
地
ヲ
分
領
シ
、
皇
室
ノ

人
民
ヲ
司
牧
ス
ル
者
ナ
リ
、
其
責
任
実
ニ
軽
カ
ラ
サ
ス
ト
、
此
ニ
於
テ
身
親
ラ
節

倹
ヲ
行
ヒ
、
賢
才
ヲ
挙
ケ
、
学
校
ヲ
建
テ
、
以
テ
孝
悌
忠
信
ヲ
教
ヘ
、
礼
義
廉
恥

ヲ
張
ラ
シ
メ
、
士
民
ヲ
撫
恤
シ
、
老
ヲ
養
ヒ
、
幼
ヲ
育
シ
、
生
歯
ヲ
繁
殖
シ
、
武

芸
所
ヲ
建
テ
撃
剱
弓
銃
ヲ
教
ヘ
、
好
生
堂
ヲ
建
テ
以
テ
医
術
ヲ
研
究
シ
、
治
療
ヲ

誤
ラ
サ
ラ
シ
メ
、
施
薬
施
療
ノ
恵
ヲ
ナ
シ
、
代
官
所
ヲ
建
テ
民
事
ヲ
励
シ
、
惰
農

遊
民
ヲ
戒
メ
、
藉
田
親
蚕
ノ
礼
ヲ
行
ヒ
農
業
ヲ
勧
メ
、
製
造
物
ヲ
盛
ン
ニ
シ
、
製

糸
糸
織
製
陶
ノ
類
ニ
至
ル
マ
テ
、
力
ヲ
用
ヒ
サ
ル
ナ
シ
、
是
ヲ
以
数
年
ナ
ラ
ス
シ

テ
、
家
給
シ
人
足
リ
、
百
廃
共
ニ
起
リ
、
米
沢
ノ
人
民
廃
藩
ニ
至
ル
ト
雖
モ
、
猶

困
窮
者
少
ナ
キ
ハ
、
鷹
山
予
メ
之
カ
産
ヲ
制
ス
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
、
故
ニ
人
民
其
徳

ヲ
仰
慕
ス
ル
コ
ト
父
母
ノ
如
ク
、
日
夜
忘
ル
ヽ
能
ハ
ス
、
鷹
山
太
平
ノ
世
ニ
出

テ
、
敵
愾
勤
王
ノ
功
業
ナ
シ
ト
雖
モ
、
治
国
安
民
ノ
業
ニ
至
テ
ハ
、
皇
国
一
方
ノ

文
明
ヲ
潤
色
シ
、
王
化
ヲ
助
ク
ル
者
ト
云
ト
雖
モ
、
溢
美
ニ
非
ル
ヘ
シ
（
後
略
）

（
23
） 『
上
杉
家
御
年
譜
』
第
九
巻
、
米
沢
温
故
会
、
一
九
八
七
年
、
二
二
五
頁
、
前
掲

『
鷹
山
公
の
藉
田
』
六
頁
。

（
24
） 

莅
戸
太
華
『
翹
楚
篇
』（
学
習
院
大
学
図
書
館
古
典
藉
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）。

（
25
） 

明
和
八
年
七
月
二
十
九
日
付
細
井
平
洲
書
簡
、『
東
海
市
史
』
資
料
編
第
三
巻
、
東

海
市
、
一
九
七
九
年
、
六
二
五

－

六
二
六
頁
。

（
26
） 

同
右
書
、
一
七
八

－

一
七
九
頁
。

（
27
） 

小
島
祐
馬
「
藉
田
の
礼
に
就
い
て
」『
経
済
論
叢
』
九
巻
四
号
、
一
九
一
九
年
。

（
28
） 「
藉
田
解
」
前
掲
『
鷹
山
公
の
籍
田
』
一
七

－

二
七
頁
。

（
29
） 「
司
徒
」
や
「
司
空
」
は
周
の
官
制
に
あ
る
。
周
官
制
、
そ
れ
を
体
系
的
に
記
し
た

『
周
礼
』
は
近
世
後
期
か
ら
明
治
維
新
に
お
け
る
政
治
改
革
の
モ
デ
ル
の
一
つ
と

な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
羽
賀
祥
二
「
明
治
維
新
と
『
周
礼
』」（『
年
報
近

現
代
史
研
究
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
30
） 

安
彦
孝
次
郎
『
上
杉
鷹
山
の
人
間
と
生
涯
』
壮
年
社
、
一
九
四
二
年
、
八
二

－

八
九

頁
。

（
31
） 『
上
杉
家
御
年
譜
』
第
十
五
巻
、
二
一
一

－

二
一
二
頁
。

（
32
） 『
京
都
の
歴
史
』
６
、
学
芸
書
林
、
一
九
七
三
年
、
四
三
五
頁
。

（
33
） 「
国
政
に
対
す
る
朝
廷
の
存
在
」『
近
世
天
皇
論
│
近
世
天
皇
研
究
の
意
義
と
課

題
│
』
清
文
堂
、
二
〇
一
一
年
、
八
五

－

一
〇
〇
頁
（
初
出
は
辻
達
也
編
『
日
本
の

近
世
２　

天
皇
と
将
軍
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
）、「
御
所
千
度
参
り
と
朝

廷
」『
近
世
政
治
史
と
天
皇
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
、
八
六

－

一
〇
八
頁
。

ま
た
、
井
ヶ
田
良
治
は
全
国
各
地
の
打
ち
こ
わ
し
の
暴
力
性
に
対
し
て
、
京
都
で
は

千
度
参
り
が
お
き
た
こ
と
に
つ
い
て
そ
れ
を
平
穏
性
と
と
ら
え
る
こ
と
を
批
判
し
て

い
る
（「
天
明
七
年
の
御
所
千
度
参
り
」『
同
志
社
法
学
』
四
十
六
巻
三
・
四
号
、
一

九
九
四
年
）。

（
34
） 「
宣
長
日
記
」
天
明
七
年
六
月
十
五
日
条
（『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
六
巻
、
筑
摩
書

房
、
一
九
七
四
年
、
四
五
三
頁
）。

（
35
） 『
光
格
天
皇
実
録
』
第
一
巻
、
安
永
十
年
一
月
三
日
条
。

（
36
） 『
光
格
天
皇
実
録
』
第
一
巻
、
天
明
六
年
十
一
月
一
日
条
。

（
37
） 『
光
格
天
皇
実
録
』
第
一
巻
、
天
明
六
年
十
一
月
二
十
一
日
条
。

（
38
） 『
京
都
御
触
書
集
成
』
第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
、
四
一
五

－

四
一
六

頁
。

（
39
） 

天
明
七
年
に
も
群
参
行
動
を
誘
導
す
る
動
き
が
あ
っ
た
。
藤
田
に
よ
れ
ば
京
都
市
内

の
各
所
の
門
に
は
五
穀
豊
穣
の
た
め
に
御
所
へ
の
千
度
参
り
を
促
す
張
り
紙
が
あ
っ

た
と
い
う
。

（
40
） 
日
野
資
愛
『
公
武
御
用
日
記
』
天
保
七
年
八
月
二
十
七
日
条
（
国
立
公
文
書
館
内
閣

文
庫
所
蔵
）。

（
41
） 『
公
武
御
用
日
記
』
天
保
七
年
十
二
月
十
三
日
条
。
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（
42
） 『
公
武
御
用
日
記
』
天
保
八
年
三
月
二
十
八
日
条
。

（
43
） 『
公
武
御
用
日
記
』
天
保
八
年
四
月
五
日
条
。

（
44
） 『
公
武
御
用
日
記
』
天
保
八
年
四
月
八
日
条
。

（
45
） 『
公
武
御
用
日
記
』
天
保
八
年
四
月
九
日
条
。

（
46
） 『
公
武
御
用
日
記
』
天
保
八
年
五
月
二
日
条
。
二
十
二
社
と
は
、
伊
勢
・
石
清
水
・

賀
茂
・
松
尾
・
平
野
・
稲
荷
・
春
日
（
上
七
社
）、
大
原
野
・
大
神
・
石
上
・
大

和
・
広
瀬
・
龍
田
・
住
吉
（
中
七
社
）、
日
吉
・
梅
宮
・
吉
田
・
広
田
・
祇
園
・
北

野
・
丹
生
・
貴
船
（
下
七
社
）
の
各
社
で
あ
る
。

（
47
） 『
公
武
御
用
日
記
』
天
保
八
年
六
月
二
十
一
、
七
月
十
三
、
二
十
四
、
二
十
六
日
条
。

（
48
） 『
公
武
御
用
日
記
』
天
保
八
年
三
月
十
九
日
条
。

（
49
） 『
公
武
御
用
日
記
』
天
保
八
年
四
月
四
日
条
。

（
50
） 

武
部
敏
夫
「
貞
享
度
大
嘗
会
の
再
興
に
つ
い
て
」『
書
陵
部
紀
要
』
第
四
号
、
一
九

五
四
年
、
同
「
元
文
度
大
嘗
会
の
再
興
に
つ
い
て
」『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論

集
』
第
十
号
、
一
九
八
六
年
。

（
51
） 

中
島
博
光
『
祈
年
祭
及
新
嘗
祭
之
意
義
』
埼
玉
県
神
職
会
、
一
九
一
四
年
、
五
四

頁
。

（
52
） 

会
沢
安
「
新
論
」
日
本
思
想
大
系
『
水
戸
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
五
三

－

五
四
頁
。

（
53
） 

同
右
書
八
六

－

八
七
頁
。

（
54
） 

会
沢
安
「
草
偃
和
言
」『
神
道
大
系　

論
説
編
十
五　

水
戸
学
』
神
道
大
系
編
纂

会
、
一
九
八
六
年
、
二
七
〇
頁
。

（
55
） 

会
沢
の
「
草
偃
和
言
」
の
記
事
は
、
城
井
寿
章
著
・
発
行
『
歳
時
行
事
』
下
（
一
八

七
八
年
）、
平
田
久
『
宮
中
儀
式
略
』（
民
友
社
、
一
九
〇
四
年
）、
皇
典
講
究
所
編

『
宮
中
三
殿
並
に
祝
祭
日
解
説
』
国
恩
院
、
一
九
一
二
年
な
ど
に
引
用
さ
れ
た
。

（
56
） 「
草
偃
和
言
」
二
八
〇
・
二
八
一
頁
。

（
57
） 

同
右
書
二
八
二

－

二
八
四
頁
。
徳
川
斉
昭
は
会
沢
が
祈
年
祭
と
仏
教
と
の
相
反
的
関

係
を
論
じ
た
箇
所
に
批
評
を
加
え
て
い
る
。
神
国
に
は
「
異
端
邪
説
ノ
僧
侶
ノ
道
」

は
存
在
す
べ
き
で
は
な
く
、
遊
民
化
し
た
僧
侶
を
排
除
す
べ
き
だ
と
す
る
。「
我
先

祖
ヨ
リ
己
迄
、
神
国
ノ
衣
食
ヲ
以
テ
、
今
日
ノ
命
ヲ
続
ル
コ
ト
故
、
カ
リ
ソ
メ
ニ
モ

異
国
ヨ
リ
伝
ル
処
ノ
異
端
ノ
仏
法
ヲ
穢
ト
思
ヒ
遠
ク
ベ
キ
コ
ト
也
」
と
、「
異
端
」・

「
穢
」
た
る
仏
教
を
否
定
す
る
（
三
二
二
頁
）。

（
58
） 

同
右
書
三
〇
六

－

三
一
〇
頁
。

（
59
） 『
三
条
実
万
手
録
』
第
一
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
復
刻
、
四
二
四

－

四

四
四
頁
。

（
60
） 『
愛
知
県
聖
蹟
誌
』
巻
一
、
愛
知
県
、
一
九
一
九
年
、
二
七

－

二
八
頁
。

（
61
） 

同
右
書
二
八
頁
。

（
62
） 『
明
治
天
皇
紀
』
第
一
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
、
八
九
七

－

八
九
八
頁
。

（
63
） 

前
掲
『
祈
年
祭
及
新
嘗
祭
之
意
義
』
五
五
頁
、
細
川
潤
次
郞
『
明
治
年
中
行
事
』
西

川
忠
亮
、
一
九
〇
四
年
、
五
三

－

五
四
丁
、
皇
典
講
究
所
編
『
宮
中
三
殿
並
に
祝
祭

日
解
説
』
国
恩
院
、
一
九
一
二
年
、
一
七
一

－

一
七
二
頁
。

（
64
） 『
明
治
天
皇
紀
』
第
二
、
四
三
五

－

四
三
六
頁
。
明
治
四
年
の
大
嘗
祭
に
つ
い
て
は
、

高
木
博
志
「
大
嘗
祭
斎
田
抜
穂
の
儀
の
歴
史
的
変
遷
│
近
代
天
皇
制
と
地
域
│
」

『
日
本
史
研
究
』
三
七
二
、
一
九
九
三
年
を
参
照
。

（
65
） 『
公
文
録　

神
祇
官
之
部　

己
巳
自
正
月
至
四
月
』
国
立
公
文
書
館
所
蔵
。

（
66
） 『
太
政
類
典
』
第
一
編
第
一
二
六
巻
、『
明
治
天
皇
紀
』
第
二
、
五
八
頁
。

（
67
） 

前
掲
『
祈
年
祭
及
新
嘗
祭
之
意
義
』
二
〇

－

二
一
頁
、
前
掲
『
明
治
年
中
行
事
』
二

三
丁
、
前
掲
『
宮
中
三
殿
並
に
祝
祭
日
解
説
』
六

－

八
頁
。

（
68
） 『
各
件
集
綴
』
岩
倉
文
書
一
一
五
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）。

（
69
） 『
明
治
天
皇
紀
』
第
五
、
五
七
七
頁
、
平
田
久
編
『
宮
中
儀
式
略
』
民
友
社
、
一
九

〇
四
年
、
二
二
七

－

二
二
八
頁
。

（
70
） 『
明
治
天
皇
紀
』
第
八
、
一
五
五

－

一
五
六
頁
。

（
71
） 『
明
治
天
皇
紀
』
第
八
、
五
四

－

五
五
頁
。

（
72
） 

田
崎
五
百
頴
『
新
嘗
祭
供
御
献
納
記
』
三
木
拙
二
、
一
八
九
八
年
。

（
73
） 『
新
嘗
祭
謹
解
』
神
祇
院
教
務
局
指
導
課
、
一
九
四
二
年
、
一
七
頁
。

（
74
） 
幣
帛
神
饌
料
は
府
県
社
八
円
、
郷
社
六
円
、
村
社
四
円
で
あ
っ
た
。

（
75
） 
前
掲
『
祈
年
祭
及
新
嘗
祭
之
意
義
』
二

－

四
、
四
四

－

四
五
頁
。

（
76
） 

諏
訪
部
一
之
輔
『
赤
禍
と
は
何
ぞ
』
一
力
社
、
一
九
二
九
年
、
一
〇
八
頁
。

（
77
） 

坂
本
箕
山
『
九
重
の
大
奥　

皇
室
御
逸
事
』
大
学
館
、
一
九
〇
四
年
、
二
二

－

二
三
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天
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頁
。

（
78
） 
小
川
鶴
川
『
御
聖
徳
』
榊
原
文
盛
堂
、
一
九
〇
二
年
、
三
二
頁
。

（
79
） 『
明
治
天
皇
紀
』
第
二
、
二
七
三
、
四
六
〇
頁
。

（
80
） 

美
子
皇
后
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
二
月
蚕
室
を
吹
上
禁
苑
内
に
設
け
た
（『
明

治
天
皇
紀
』
第
二
、
四
二
〇
頁
）。
そ
し
て
三
月
宮
内
省
は
「
今
般
養
蚕
機
織
ノ
工

業
御
親
試
」
の
た
め
、
東
京
府
下
の
青
山
生
産
会
社
に
教
授
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い

た
荒
木
大
七
郎
（
岩
鼻
県
榛
沢
郡
新
戒
村
出
身
）
と
い
う
人
物
を
吹
上
養
蚕
方
の
御

用
掛
と
し
て
出
仕
さ
せ
た
。
四
月
に
は
深
川
授
産
場
か
ら
糸
引
き
・
機
織
の
熟
練
女

工
十
一
人
が
召
し
出
さ
れ
た
（『
太
上
類
典
草
稿
』
第
一
編
第
百
五
巻
、
国
立
公
文

書
館
所
蔵
）。
主
要
輸
出
品
で
あ
る
生
糸
の
生
産
奨
励
の
た
め
に
皇
后
は
天
照
大
神

の
神
話
に
基
づ
く
象
徴
的
役
割
を
果
た
す
試
み
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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Abstract

The Emperor System and the Rice Cultivating Rituals

HAGA Shoji

 This paper discusses the process how the imperial family tried to take serious consideration 
on the rice cultivating rites in the end of the eighteenth and the nineteenth centuries. The rice 
farming rituals, Daijoo-sai and Niiname-sai, having of their origin in the ancient emperor system 
halted in the late medieval time. Reviving in the eighteenth century, they were placed in the center 
of the emperor’s rituals. Furthermore, they took more developed shape in which ordinary people 
contributed new rice to the imperial family for the rituals in Meiji era. The paper concludes: (1) ex-
emperors (Joukou) cultivated rice paddies in their residence (Sento-gosho), (2) that deeply reflected 
the contemporary society suffering from famines, and that encouraged the imperial family to save 
people from the famines, (3) the movement to conduct a rice cultivating rite, Sekiden no Rei, was 
prevailed among Daimyous, (4) a perspective that the raison d’être of the emperor is in conducting 
the rice cultivating rituals was advocated, (5) the imperial ritual system with featuring the rice 
cultivating rites was developed after the Meiji Restoration.


